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令 和 ４ 年 ６ 月 定 例 会 

 

令和４年６月９日（木曜日） 
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◎ 議 事 日 程 

 

令和４年６月９日（木） 午前９時開議 

 

 議事日程第２号 

   日程第１   一般質問 

                                         散  会  

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第２号のとおり 

 

◎ 開   議 

                  午前９時 

○漆山光春議長 おはようございます。 

   本日の欠席通告議員はありません。ただい

まの出席議員数は13名であります。定足数に

達しておりますので、直ちに本日の会議を開

きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

○漆山光春議長 日程第１、一般質問を行います。 

   本定例会における一般質問の通告者は６名

であります。質問の順序については、お手元

に配付のとおりであります。 

   １番目は５番吉田芳美議員、２番目は10番

木村章一議員、３番目は９番丹野貞子議員、

４番目は６番東海林信弘議員、５番目は12番

細矢誓子議員、６番目は11番石垣光洋議員、

以上のとおり決定しております。 

   本日は、６番東海林信弘議員までとします。 

   順序に従い、一般質問を進めてまいります。 

   一般質問の時間は、答弁を含めて60分であ

ります。終了５分前に振鈴で知らせ、60分で

打ち切ります。 

                  質 問 通 告 書 

                令和４年６月河北町議会定例会 

質問者氏名 質 問 事 項 質  問  要  旨 

 ５番 吉田芳美議員 

 

１ 移住定住で、人を呼

び込む「町の住環境」

施策について 

⑴ 移住定住事業で、令和４年度に若い女性を対象

としたイベント開催をするが、その狙いと、企画

の概要、また、過去の招致活動の教訓を生かすこ

とについて 

⑵ 花ノ木工業団地内の住宅転用地の利活用につい

て 

⑶ コミュニティセンター解体後の跡地利用につい

て、及び、庁舎周りの空洞化対策について 

⑷ 月山堂地区の開発について、当初の計画は 10ha
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の計画だが、まずは商業施設の 4ha を計画の一部

と認識し先行すると平成 30 年 12 月議会の町長答

弁であったが、福祉ケア施設や、若者定着住宅地

3.3ha の開発計画のその後の状況について 

⑸ 町民プール跡地は「地元回帰住宅」開発として

検討中だが、住宅の仕様、町の人口増加見込み、

申し込み該当条件などについて 

⑹ 南部地区防災コミュニティセンター建設要望が

あった南部地区防災機能施設の検討状況につい

て、災害時の避難所や備蓄材保管場所等も含め、

プール跡地活用ありきでなく、場所の検討も含め

町の防災拠点としてどういったものが必要なの

か、しっかりと検討すると回答があったが、現在

の検討状況を伺う。 

⑺ 町営住宅サンコーポラス「空き室」対策の戦略

について 

２ 令和４年度の「谷地

どんが祭り」について 

⑴ コロナ禍の中で八幡宮の神事のみとなり、奴行

列や囃子屋台は２年間休止が続いているが、現段

階で令和４年度の開催可否に関する行政認識を伺

う。 

３ ひなの湯の早朝入

浴時間について 

⑴ 午前６時から入浴したいとの切なる町民の声が

ある。現在は７時からであり１時間早まることに

なるが、お客様ニーズに答えられないか伺う。 

１０番 木村章一議員 １ 高過ぎる国保税を、

西川町のように基金

を活用して引き下げ

ることについて 

⑴ 国保会計の不測の支出には県の基金で対応する

ため、町国保会計の緊急対応の基金は不要である

ことについて 

⑵ 西川町では基金活用で国保税を２割引き下げし

ており、河北町でも基金を活用して、高過ぎる国

保税を引き下げるべきことについて 

２ ゼロ歳児保育は、４

月１日時点の月齢で

保育の可否が決まる

ため、生まれる月によ

り格差がある。これら

の問題に認可外とし

て対応している届出

保育施設に、子育て応

⑴ 月齢が足らないなどで４月時点の申請が出来

ず、認可施設のゼロ歳児保育定員から外れた時は、

認可外の保育にお世話になる。この場合、保護者

が支払う保育料は月に約４万円で、保育料の公的

支援により半年ごとに差額が精算されるが、保護

者がその間、先に支払う方式は負担感が高く、改

善すべきではないか。 

⑵ 認可外の保育施設の運営者は、現行の保育制度
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援として、支援をすべ

きではないか。 

からはみ出すゼロ歳児などの保育ニーズに懸命に

応えている。認可施設ではゼロ歳児一人当たり約

15 万円の公的支援だが、認可外施設には 1.5 万円

程度で、施設運営者は大変苦労している現状があ

る。子育て応援として、町で支援すべきではない

か。 

⑶ 認可外の保育施設では、最近、数回にわたった

保育士への待遇改善支援からも見放されている

が、町の子育て応援として、取組むべき課題では

ないか。 

３ 令和２年７月豪雨

で、田井や杉の下と谷

地工業団地の地域に

多大な浸水被害をも

たらした槙川に、早期

の排水機場設置の見

通しについて 

⑴ 河北町において浸水被害が発生した地域で、槙

川のみが、河道掘削以外の対策の方向性や見通し

が明確でないが、見通しはどうか。 

⑵ 2016 年８月の水防訓練の時は天候が晴れで、排

水ポンプ車実演のため水門を閉めたので、およそ

の流下水量を 45㎥/分と目測した。2018 年８月の

水防訓練は、降り続く雨で、流下水量をおよそ 110

㎥/分と目測した。槙川は通常の天候でもこれだけ

の水量があるので、最大能力が 60 ㎥/分の排水ポ

ンプ車では能力不足で、大型の排水機場の設置が

必要なことについて 

⑶ 緊急の対策として、槙川両岸の管理道路を杉の

下地区まで、令和２年７月豪雨時の水位まで盛り

上げるか、古佐川右岸のように大型土のうを積み

上げて、浸水被害に備えるべきではないか。 

 ９番 丹野貞子議員 １ 令和４年度河北町

水防訓練の検証につ

いて 

 

⑴ 訓練に参加した水防団の統一された服装や統率

の取れた所作に感銘を受けたことについて 

⑵ 最上川下野水位観測所の水位変動に伴う災害対

策本部設置及び避難情報発令訓練において、ドロ

ーン、タブレット等による情報収集訓練の予定だ

ったが、雨のため殆どドローンの使用ができなか

った。雨でも対応できるドローンを備えるべきと

考える。 

⑶ コロナ禍であり、限定された地区住民と田井地

区自主防災会、避難支援者の参加であった。また、

雨天時の訓練であったが、訓練目的である水防体

制の強化と地域防災力の向上を図ることについて
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はどのような感想を持ち、今後、目的を広げてい

くために必要な取組みについて伺う。 

２ 寒河江川溝延桜堤

の桜の開花時期の交

通安全対策について 

 

 

⑴ 今年の４月の桜開花時に、寒河江市・河北町連

名で「桜開花時期の混雑時は事故防止のため、こ

の先の進路の途中から迂回していただくようお願

い致します。」という双方から住吉屋方面へ迂回の

お願い看板が設置されたが、寒河江市と連名で看

板を設置するまでの協議の経緯について 

⑵ 効果についての感想はどうか。 

⑶ 桜開花時期、一方通行の規制をし、安全対策を

行うべきと考えるがどうか。 

６番 東海林信弘議員 

 

１ 農福連携による就

労拡大と農業分野の

労力確保、障がい者就

労施設への支援につ

いて 

⑴ 農福連携について、町としての認識と取り組み

状況を伺う。 

⑵ 障がい者就労施設へ物品や業務の発注を図ると

されているが、町の対応状況を伺う。 

１２番 細矢誓子議員 １ 本町におけるＳＤ

Ｇｓ活動の推進につ

いて 

⑴ ＳＤＧｓの目標を設定し、本町の特性を生かし

たＳＤＧｓ活動はどのように展開されているの

か。 

⑵ ＳＤＧｓの理解を高めるための町民対象のセミ

ナー開催について 

⑶ 小中学校の学習プログラムにＳＤＧｓを学ぶ項

目を入れることについて 

⑷ 町民、企業、各種団体等を巻き込んだＳＤＧｓ

活動の推進について 

２ 地域で活躍する女

性を養成する取り組

みについて 

⑴ 若者・女性・町民総活躍推進事業で、これまで

実施された事業内容と事業成果をどのように判断

しているか。 

⑵ 本町において、各審議会や委員会等での女性委

員の割合はどのようになっているか。 

⑶ 本町において、女性活躍を高める町民の意識高

揚施策をどのように考えるか。 

⑷ 女性活躍を推進するため、本町職員のスキルア

ップを図る施策について 

１１番 石垣光洋議員 １ 農業振興について ⑴ 米価の下落で米農家の生産意欲は減退すると考

えるが、2022年産主食用米の動向と米政策及び農

地の維持について町の認識を伺う。 
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⑵ 兼業農家が離農せずに農業を続けられる政策に

ついて、米に変わる作物を検討する必要があると

考えるが認識を伺う。 

２ 経済対策について ⑴ コロナ禍における町内経済状況について、令和

３年度の町の経済状況をどのように捉えているの

か伺う。 

⑵ コロナ禍が長期化するなかで、今後の事業継続

の支援策を伺う。 

⑶ 今後の消費喚起策について 

３ 子どもを産み育て

やすい町づくりにつ

いて 

⑴ 児童、生徒の支援について、現行制度のなかで、

様々な支援策は活用できているのか伺う。 

⑵ 住宅支援について 

⑶ 教育支援について、学校運営に関する課題を伺

う。 

 

○漆山光春議長 それでは、一般質問に入ります。 

   最初に、５番吉田芳美議員。 

   「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） おはようございます。 

   それでは、６月定例議会、５番、一般質問

を行います。 

   まず、質問事項の１、移住定住で人を呼び

込む「町の住環境」の施策についてお伺いい

たします。 

   河北町の令和３年度の人口は、前年より約

350人減少し、出生数は73人でした。今後も少

子高齢化で、行政予測を上回るスピードでの

人口減少の加速が懸念されます。 

   これまでの町の移住促進政策により、一定

の成果は見られますが、地方が同じ課題に取

り組む中にあって、今後はさらに各自治体の

施策や本気度が問われると考えております。

町は、他の自治体との差別化を図るとした施

策など新しい試みもあり、大いに期待したい

と考えています。 

   今般の質問の柱は、移住定住で人を呼び込

む際の、河北町の居住地の受皿はどこか、具

体的な住環境施策を中心に質問いたします。 

   コロナ禍で、首都圏の若い世代が地方移住

に高い関心を寄せている。県のふるさと山形

移住・定住推進センターによると、昨年度は

264人が県内に移住し、前年比較で121人の増

で、移住者は年々増加している。移住前の移

住地別では、東京が39％、東京以外の関東圏

が29％、年代別では30代が42％、20代が26％、

40代が15％と報じられました。 

   東京方面や町外の方から河北町を選んでも

らうには、また町内の若者転出を抑え、定住

し続けてもらうには、若者が魅力を感じる居

住誘導区域を示すことが肝腎です。若い世代

にとって、住宅建設は一生に一度の高い買物

になります。土地のこと、お金のこと、建物

のこと、優遇制度のことなど、しっかりと売

り込みとフォローが大事です。居住エリアの

将来像を描き、５年、10年、20年先を見据え

たまちづくりです。開発には民間の活力が不

可欠であり、民間ノウハウと資金力を活用し

なければなりません。 

   河北町は平地に恵まれ、宅地価格も県内で

13番目、持家、分譲、賃貸ともに、町の住宅

建設は顕著と考えております。県内で唯一人



 - 31 -

口が増加傾向にある東根市は、民間活力で宅

地分譲を積極的に展開中です。2019年に中央

のほうにプレミアタウン、2022年、神町のほ

うに80区画の規格のときそらタウン、そして

今度は市役所北東に30区画（見晴らしの丘タ

ウン）宅地造成になりました。 

   河北町都市計画マスタープラン、平成28年

度策定の中で、目指すべき都市の将来像とし

て、事業主体が民間主導による月山堂開発が

示されました。商業施設、福祉施設などを複

合した開発を誘導し、県立河北病院との連携

や町の福祉政策との整合を図りながら、高齢

者福祉と高齢者居住、若者居住が一体となっ

た、河北町らしいＣＣＲＣ－Ｙ構想を目指す

エリアと位置づけられました。 

   既に令和２年12月に、商業施設のみ先行し

てオープンしました。若者定住促進住宅構想

など、非常に魅力があり、計画地から見える

月山の眺望、目の前に県立病院と大型スーパ

ー、そして保育園と小中高も近いなど、若者

や移住者が安心して河北町を居住地に選んで

いただける環境が整っていました。これら事

業の停滞も踏まえ、今後の移住定住の住環境

について、町長の答弁を求めたいと思います。 

   ７点質問いたします。 

   １点目は、移住定住事業で、令和４年度に

女性を対象としたイベントを開催するが、そ

の狙いと企画の概要、また、過去の招致活動

の教訓を生かすことについて伺います。 

   ２点目は、花ノ木工業団地内の住宅転用地

の開発計画について伺います。 

   ３点目は、コミュニティセンター解体後の

跡地利用について、及び庁舎周りの空洞化対

策について、町の考えをお伺いいたします。 

   ４点目は、月山堂地区の開発について、当

初の計画は10ヘクタールだが、まずは商業施

設の４ヘクタールを計画の一部と認識し先行

すると、平成30年12月議会の町長答弁があり

ました。では、福祉ケア施設や若者定着住宅

地開発計画のその後について、どうなってい

るのかお伺いいたします。 

   ５点目は、町民プール跡地は「地元回帰住

宅」開発として、現在調査検討中とのことで

すが、住宅仕様や申込該当条件について、町

の考えを伺います。 

   ６点目、南部地区防災コミュニティセンタ

ー建設の要望があった南部地区防災機能施設

の検討状況について、災害時の避難所や備蓄

材保管場所なども含め、プール跡地ありきで

なく、場所の検討も含めしっかりと検討する

と回答がありましたが、現在までの検討状況

をお伺いいたします。 

   ７点目は、町営住宅サン・コーポラス、空

き室の対策の戦略についてお伺いいたします。 

   続きまして、質問事項の２、令和４年度の

「谷地どんが祭り」について伺います。 

   本県の伝統の祭りやイベントが、徐々にで

はあるが、新型コロナウイルス感染症防止策

を図りながら復活してきている様子も見られ

ます。祭りやイベントを注意を払いながら楽

しみたいなどの声もありますが、コロナ収束

がいまだに見えず、各自治体とも関係者の苦

労がうかがえます。 

   １点質問いたします。 

   コロナ禍の中で、八幡宮の神事のみとなり、

奴行列や囃子屋台は２年間続けて休止状態が

続いています。現段階において、令和４年度

の開催可否に関する行政認識をお伺いいたし

ます。 

   質問事項の３、ひなの湯の早朝入浴時間に

ついて伺います。 

   ひなの湯の入浴時間は、開業以来約20年以

上にわたり、午前６時からの入浴として朝風

呂ファンの根強い人気に支えられておりまし

た。令和２年７月より、コロナ禍の影響によ

り午前７時からの入力時間に変更され、現在
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も継続中です。 

   １点質問します。 

   午前６時から入浴をしたいとの町民の声が

あります。現在は午前７時からであり、１時

間早まることになりますが、お客様のニーズ

に応えられないかお伺いいたします。 

   以上、再質問を留保し、一般質問を終わり

ます。 

○漆山光春議長 ５番吉田芳美議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 おはようございます。 

   ５番吉田芳美議員の一般質問にお答えいた

します。 

   最初に、移住定住で人を呼び込む「町の住

環境」施策についてお答え申し上げます。 

   まず、１点目、移住定住事業で若い女性を

対象としたイベント開催の狙いと企画の概要、

また過去の招致活動の教訓を生かすことにつ

いて申し上げます。 

   令和２年３月に改定いたしました河北町人

口ビジョンでは、近年女性の転入の減少が目

立っており、本町の転入・転出に伴う人口の

動きである社会動態を改善するには、本町へ

の地元回帰や新たな転入をつくり出していく

こと、出生数を回復するためには、特に若い

女性の人口増加を図ることが必要であるとし

ております。そのため、令和４年度は若い女

性をターゲットとしたイベントを考えている

ところであります。 

   イベントの企画概要でございますが、現在

イベント会場として予定しております東京三

軒茶屋のアンテナショップかほくらしと打合

せを行っているところです。河北町ならでは

の体験、先輩移住者からの体験談、子育て・

住まいなどの支援策の紹介など、移住促進Ｐ

Ｒセミナー形式で秋頃に開催する予定でござ

います。移住・関係人口等をテーマにしたイ

ベントの企画運営なども行っているアンテナ

ショップかほくらしと協力し、まずは河北町

に関わりを持つ関係人口の裾野を広げ、その

中から観光やちぇっと移住体験住宅などで河

北町に訪れていただき、河北町への移住につ

なげていきたいと考えております。 

   次に、過去の招致活動の教訓を生かすこと

についてでありますが、これまでの活動実績

としましては、やまがたハッピーライフカフ

ェ、ふるさと回帰フェア、新農業人フェアな

どの相談会に参加しており、ここ数年の相談

件数は、個別相談を含め、平成30年度が78件、

平和元年度が119件、令和２年度が42件、令和

３年度が70件であり、その後移住につながっ

た世帯は、平成30年度が６世帯、令和元年度

が10世帯、令和２年度が８世帯、令和３年度

は７世帯となっております。 

   移住につながった要因といたしましては、

ちぇっと移住体験住宅や、移住定住促進事業

費補助金などによる移住者への支援策の充実、

オンライン移住相談の実施、首都圏移住相談

イベントへの参加など、コロナ禍においても

工夫して積極的に情報発信を続けたこと、特

に移住希望者一人一人へきめ細かに対応した

ことがあると考えております。 

   若い女性に興味を持っていただけるイベン

トに限らず、アンテナショップのかほくらし

を起点として、移住・関係人口を通したイベ

ントの企画、日常的な移住案内など、ターゲ

ットを意識した的確な情報発信に努めるとと

もに、河北町に興味を持っていただいた方、

移住を希望される方一人一人に対し、今後と

もきめ細かく対応してまいります。 

   ２点目の、花ノ木工業団地内の住宅転用地

の利活用について申し上げます。 

   花ノ木工業団地内の技研株式会社河北工場

北側の区画については、平成28年３月に農村

地域工業等導入地区から除外し、団地内企業
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の従業員等の住宅用地とすることによって、

花ノ木工業団地への企業誘致を推進するセー

ルスポイント等に位置づけたところでありま

す。 

   しかしながら、この区画には以前操業して

いた工場から排出されたと思われる重金属に

よる汚染物質を含んでいる土壌があるため、

その対応について町と土地開発公社において

検討を積み重ね、今年度、土地開発公社にお

いて、その汚染土の撤去工事を着手すること

とし、現在準備を進めております。 

   当該地域の利活用については、住宅用地と

しての利活用はもとより、工業用地以外の利

活用も含め、様々な観点から町と土地開発公

社で調査研究を進め、未分譲地を含めた用地

の完売に努めてまいります。 

   ３点目の、コミュニティセンター解体後の

跡地利用及び庁舎周りの空洞化対策について

申し上げます。 

   新庁舎整備により、コミュニティセンター

は令和４年３月から解体工事に着手し、今年

12月に解体工事完了予定としております。解

体後の土地は、構造物を全て撤去した更地と

する予定であります。このコミュニティセン

ターの敷地は約880平方メートルであります

が、敷地南側と西側の駐車場として利用して

いた借地650平方メートル、これを合わせます

と約1,530平方メートルの面積ということに

なります。 

   解体後の用途につきましては、新庁舎での

大人数の会議やイベント時の混雑、あるいは

冬場の来庁者の駐車スペースの確保が不透明

なこともあるため、現時点におきましては、

当面の間更地のまま駐車場としての理由を考

えているところであります。 

   庁舎周辺については、新庁舎やどんがホー

ルを中心とした地域において、今年度から動

物園リノベーション事業に着手し、にぎわい

の創出を図ることとしております。また、庁

舎周辺にも空き家や空き地が増加しておりま

す。河北町空き家等対策計画により、空き家

所有者と空き家利用希望者とのマッチングを

行う空き家バンクを促進するなどの対策を進

めますとともに、コミュニティセンター跡地

の住宅地としての利活用の可能性も検討した

いと考えております。 

   ４点目の、月山堂地区の開発で、商業ゾー

ン以外の福祉ケア施設や若者定住住宅地の開

発計画、その後の状況について申し上げます。 

   本地域は、県立河北病院の東側で、谷地砂

田地内から移転し、令和２年12月から新たに

営業しておりますヤマザワ谷地店を含め、町

道谷地溝延線と町道高関𠮷原線の間10ヘクタ

ールの区域であります。 

   当該区域は、県立河北病院周辺を含めての

長期的な福祉と暮らし構想ゾーンとして河北

町都市計画マスタープランに位置づけており、

商業ゾーン、健康ゾーン、住宅ゾーンの３つ

のゾーニングで商業施設、福祉施設の複合し

た開発を誘導し、高齢者福祉、高齢者居住、

若者居住が一体となった河北町らしいＣＣＲ

Ｃ－Ｙ構想として形成する区域に設定してお

ります。その開発につきましては、民間事業

者による開発を想定しております。町として、

その構想実現に向けて関係者と調整を図って

きた経過がございます。 

   現在、商業ゾーン約４ヘクタールに商業施

設が設置され、利活用されておりますが、残

りの６ヘクタールについては、これまで協議

を進めてきた民間事業者において事業着手へ

のめどは立っていない状況であります。 

   ５点目の、町民プール跡地は地元回帰住宅

開発として検討中だが、住宅の仕様、町の人

口増加見込み、申込み該当条件などについて

申し上げます。 

   これまで、第８次河北町総合計画の施策の
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一つである人を呼び込む移住支援策として、

子育て世帯を念頭に置いた住環境を整備する

ための宅地開発を町民プール跡地で実施する

検討をしてまいりました。今年度は、山形県

住宅供給公社に、旧河北町町民プール跡地利

用基本調査を委託し、町民プール跡地の基本

調査を実施、土地利用計画の作成を含めた基

本設計、概算事業費の積算や、主たる事業手

法の比較検討を行い、その後方針を決定する

こととしております。 

   ご質問の住宅の仕様、町の人口の増加見込

みにつきましては、正式には方針決定後とは

なりますが、現在の想定では、一戸当たり３

ＬＤＫ程度の間取りの賃貸住宅の建設、併せ

て子育て世帯が住みやすいような敷地を確保

した宅地整備を考えており、21世帯84人程度

の居住増加を見込んでおります。 

   また、地元回帰促進住宅の申込み条件につ

きましては、人口の増加につなげる観点から、

基本的には町外に居住し小学校に在学する子

供を持つ世帯や、子供が生まれる予定の世帯

等を考えておりますが、現在町内に居住され

ている若者世帯の町外流出があることも、こ

の点も考慮し検討してまいります。 

   ６点目の、南部地区防災機能施設の現在の

検討状況について申し上げます。 

   町では、今年度新たに防災減災機能・装備

検討委員会を立ち上げ、避難所の在り方につ

いて外部委員を招いてご意見をいただく予定

であります。外部委員のメンバーといたしま

しては、住民団体として区長会や婦人会など

５つの団体に声がけをし、また福祉関係団体

や避難施設関係者等として、民生児童委員協

議会や町立小学校長会など６つの団体等に声

がけをして、それぞれ委員就任の打診をさせ

ていただいております。これに消防署河北分

署や寒河江警察署を加えて、20人弱の規模に

なるかと思いますけれども、検討委員会を立

ち上げる予定であります。 

   この検討委員会においては、コロナ禍にあ

っての想定も含む指定避難所ごとの想定収容

人数等や備蓄倉庫の場所、そこに収納されて

いる資機材、食料の状況などについてご理解

をいただいた上で、避難所のスペースの有効

活用や資機材等の備蓄計画に関するご意見、

避難に関するご意見等を幅広くいただきたい

と考えております。検討委員会の開催につき

ましては、当面今年度は３回を予定している

ところであります。 

   ７点目の、町営住宅サン・コーポラス空き

家対策の戦略について申し上げます。 

   定住促進住宅サン・コーポラス河北は、１・

２号棟が昭和57年、３号棟が昭和63年建築の

建物で、平成21年度に独立行政法人雇用能力

開発機構から譲渡を受け、その後町が施設管

理を行っております。施設管理が始まった当

時は、抽せんによる入居決定もありましたが、

現在は随時入居募集を行っておりますが、空

き家、空き室は埋まらない状況にあります。

なお、現在の空き家戸数全体は33戸、内訳は、

すぐ入居可能な部屋が11戸、要修繕が20戸、

災害用として２戸となっております。当該施

設３棟は、５階建てでエレベーターが設置さ

れておらず、高齢者や障がい者に限らず負担

がかかる状況であることから、特に高層階、

上のほうの空き家が目立つ状況であります。

町では、構造躯体など長寿命化に向けた修繕

に取り組んでおり、今後も施設利用は可能で

ありますが、一方で老朽化が進んでいること

も課題であるというふうに考えております。 

   空き室対策の戦略については、居住性、利

便性向上のための設備機器の更新やバリアフ

リー等が考えられます。近隣自治体の公営住

宅の状況も踏まえながら、ニーズと課題を精

査し、住宅供給事業関係者のご意見も参考に

しながら、空き室対策について研究してまい
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ります。 

   次に、令和４年度の谷地どんが祭りについ

てお答えいたします。 

   コロナ禍の中で八幡宮の神事のみとなり、

奴行列や囃子屋台は２年間休止が続いている

が、現段階で令和４年度の開催可否に係る行

政認識について、この点申し上げます。 

   谷地どんが祭りは、350年以上の歴史を持つ

谷地八幡宮の例祭であり、当町の年中行事に

おきましても、とりわけ勇壮さとにぎわいを

誇る一大イベントであります。地域の伝統行

事という色合いが強く、谷地八幡宮が行う神

事、当番地区の各町内会が担当する奴、地域

の関係者で構成される谷地どんが祭り実行委

員会が進める行事やイベントで構成されます。

神事には、御神輿渡御・還御、舞楽などがあ

り、谷地どんが祭り実行委員会が進める行事、

イベントには、囃子屋台の巡演、提灯屋台の

展示、露店の出店、囃子屋台の競演などがあ

ります。 

   令和４年度における谷地どんが祭りの開催

につきましては、４月及び５月に谷地八幡宮、

谷地南部地区氏子や青年会代表において検討

が重ねられております。現段階におきまして

は、県内における新型コロナウイルス感染症

の感染状況を考慮した上で、御神輿渡御・還

御などの神事と囃子屋台の巡演等の行事を行

うかどうか検討し、谷地どんが祭り実行委員

会に諮られる予定と承知しております。開催

の判断と実施する内容につきましては、谷地

八幡宮及び南部地区祭り関係者の話合いによ

るものであり、その結論については尊重すべ

きものであると考えております。 

   次に、べに花温泉ひなの湯の早朝入浴時間

についてお答えいたします。 

   質問要旨の、午前６時から入浴したいとの

切なる町民の声がある。現在は７時からであ

り、１時間早まることになるが、お客様のニ

ーズに応えられないか、この点申し上げます。 

   現在、ひなの湯の営業時間につきましては、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、

令和２年６月１日から通常よりも開始時間を

１時間遅らせた午前７時からとしております。 

   議員からございました、営業開始時間を午

前６時に戻してほしいというお客様のニーズ

があることは承知しております。以前は、朝

風呂会と称した方々をはじめ、にぎわってい

た頃もありましたが、年々人数も減り、ひな

の湯の経営面からの分析では、収益の増には

つながらないという結果も出ております。町

民サービスの充実と、６時から営業を始めた

場合の費用対効果の両面から、また新型コロ

ナウイルス感染症の状況なども考慮しながら、

さらに検討を続けてまいります。 

   以上、お答え申し上げます。 

○漆山光春議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） どうもありがとうござ

いました。 

   再質問に移らせていただきますが、先般新

聞記事をちょっと拝見したんですが、河北町

の中学２年生の子供さんが、河北町の魅力を

いかに発揮してこの町においでいただくかと

いうふうな内容で、様々な課題に挑戦したと

いうふうな内容で、事業所を訪問したりとか、

様々な公共施設を回ったというふうなことが

ございました。 

   その中で、記事の中で１点ちょっと、ああ

そうだねというふうに私自身も思ったのは、

ただ河北町に来てもらいたいというふうな思

いだけでなく、課題をしっかりと把握して来

ていただく準備をすると、そういったことが

非常に大事だというふうなことが中学生自身

の言葉から発せられておりました。これは、

やはり中学生もしっかり河北町を見ていらっ
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しゃると、そういうふうな希望を一応持った

次第です。 

   いろいろ再質問たくさんあるんですが、今

回女性をターゲットにしてイベントを開催し

ますよと、そしてその交渉については、東京

の三軒茶屋の河北町のアンテナショップ、そ

ちらのほうと担当課のほうで様々詰めていて、

やりましょうというふうなことで多分なるん

でしょうが、これまでかなり種をまいてきた

と、その種がなかなか実っていないと、その

結果が、ある一定の枠の定住移住に結びつい

てはいますが、拡大的な内容にはなかなかこ

こ何年間なっていないと。そういったやつを、

やはり一掃するためには、今回女性の方が河

北町にいらっしゃいましと、たくさんの方が

おいでいただきましたと、そういうふうにな

ったときに、じゃあ私、東京のほうで結構小

金も貯め込んだと、この町に非常に魅力を感

じたと、家を造りたいとか、賃貸のアパート

を借りたいとか、そういうふうになったとき

を想定して、おいでいただいたときにはこう

いうふうな居住地を町は考えていますよと、

そういうふうなことができないだろうかと。

それは私必ずやるべきではないかと、そうい

うふうに思っている次第です。 

   町内をくまなくいろいろこう車なんかで回

りますと、栄町のほうのこれまで空き地だっ

たところに住宅がぽんぽんと、全て埋まって

しまいました。やはり、河北町は非常に土地

が平たんで人気がやはり高いと、それをもっ

ともっとやっぱり生かす戦略というやつが、

私は必要じゃないかなというふうに思います。 

   山形県のほうの統計によりますと、山形県

建築住宅課というところで毎年統計の数字を

出しているんですが、新築住宅関係が令和３

年度34戸でした、その前は64戸でした、令和

２年度が。コロナ禍の影響とか様々なやつが

あって、多少停滞したと。あとは、最近は建

築の高騰によって、ちょっと控えているとい

うふうな方なんかもいらっしゃると思います。 

   しかしながら、お隣の東根市、これは347

戸の住宅建設がなったということです。これ

は賃貸のアパートなんかも全て含めての話で

す。規模がもう10倍近いと。そして、私も何

か所か見せていただきました。行って見てみ

ました、自分の足で歩いて。やはり、この一

角は30区画なんですが、私どもの住宅メーカ

ーは、ここの３件を請け負っているんですよ

と。その３件を埋めるべく営業担当者が非常

にやっぱり努力をしていました。ですから、

東根市に足を運んだ方が、どこに住まうんで

すかというふうなところが見て歩けると、こ

れは物すごいやはり訴えのＰＲ、私はなるん

じゃないかなというふうに思います。やはり、

河北町における居住誘導地がどこかと、そう

いったことをしっかりと柱に、私は据えるべ

きじゃないかなというふうに思っています。 

   質問の１点目として、女性を限定とした移

住定住のそのイベントをすると、これは非常

にいいことですので、ぜひ成功に結びつけて

ほしいと。ただし、平成28年に関西圏から飛

行機を利用して、国のお金の税金を投入した

わけなんですが、二百何十人かの方が河北町

にいらっしゃいました。飛行機に一度に乗れ

ないので、30人ぐらいずつ何回も何回も分け

て来られたと。その間全て町の職員がやっぱ

り対応して、河北町のよさをＰＲしていただ

いたと思います。結果的に、来てよかったと、

おいしかったと、風呂にも入れたと、それで

帰っていったと。それはそれで、河北町を知

ってもらうというふうなイベントに多分なっ

たのかなというふうには思いますが、やはり

その中から１人でも２人でもこの町に定着す

るというふうなことにつながるようなことを、

ぜひ今回の女性限定のイベントの中で、私は

やっていきたいと思います。そのイベントで、
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ただ単に種をまくんだというわけじゃなくて、

意気込みをちょっと担当課のほうから聞かせ

ていただきたいと思います。 

○漆山光春議長 「佐藤まちづくり推進課長」 

○佐藤晃一まちづくり推進課長 移住定住の意気

込みということですけれども、やはり昨日の

山形新聞のほうにも、吉村知事のほうから、

女性が人口減少の要だというふうなことの記

事も載っておりましたので、私たちが今回や

ろうとしている女性をターゲットとした移住

定住支援というようなところは間違いではな

かったのかなというふうに思っているところ

でございますけれども、やはりイベントをし

ただけでは、移住定住には真っすぐつながら

ないというふうに考えております。その後の

アフターフォローをしっかりとするというよ

うなことが大切かと思っております。 

   現在も、移住定住のために住宅のほうに２

泊３日で来ていらっしゃる方がおりますけれ

ども、そちらにつきましても、職員がずっと

付きっきりで対応させていただいているとい

うふうなところでございます。そういったこ

とをすることによって、信頼関係といいます

か、そういったところが生まれまして、移住

につながってくるのかなと思いますので、引

き続きそういったところに力を入れてまいり

たいというふうに思っております。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） 「山形県の河北町さ住

んでみませんか」というふうなパンフレット

が、これあるわけなんですが、これホームペ

ージのほうでも公開されていますが、やはり

多くの人、多分これを見ているのかなという

ふうに思いますが、これ平成28年の11月のや

つなんですよね。あれから何年たちましたと

いうふうになったときに、この状態というや

つも相当やっぱり変わっていると思うんです

よ。あれがあります、これがあります、既に

それはありませんというふうな内容なんかも

あるし、だから、まずそういったところから

きちんとやはりやっていっていただきたいと。

古い資料なんか誰も要らないですよ。 

   何を優先すべきかとなったときに、やはり

熱意を持って河北町にぜひお越しいただきた

いと、そしていろんなメンバーリストが、東

京のほうがいらっしゃるというふうな方が来

たら、やはり遊び半分じゃなくて、そういっ

たことを本当に検討していただける、Ａグル

ープの人が何人いるか、Ｂグループの人が何

人いるか、Ｃグループの人が何人いるかと、

そういうふうなことなんかも含めて、熱意の

ある方についてはやはり職員が多少時間をか

けても、町の予算、町の居住地、勤め先、様々

なことについてやはりプレゼンテーションを

するような機会をやっていただいて、ただ単

にぞろぞろと団体旅行ではないというふうな

ことをお願いしておきたいと思います。 

   続いて、２点目のほうの質問のやつなんで

すが、花ノ木工業団地、先ほど町長答弁で、

平成28年３月に住宅転用地にも可能な手続を

したというふうなことがありました。やはり、

私もやっぱり常々思うんですが、造成からも

う20年近くもたっていますよと、そしていま

だにやはり野原の状態になっていますよと。

やはり、住宅にするのか工業用地にするのか

というふうな内容で、いろいろこう検討を重

ねた上で、住宅地転用というふうなことをや

っぱりうたったわけですよ。そして、やはり

あれから何年間たつと、様々な状況も違って

くるし、そしてあそこを夜中９時、10時に通

ると、夏場だったんですが、結構騒音もする

んですよね。だから、本当に住宅地としてい

けるのかというふうなやっぱり問題なんかも、

最近はやっぱり出てきているんじゃないかな

というふうに思っています。 

   我々、税金も当然あそこにかかっています



 - 38 -

ので、その花ノ木工業団地の住宅専用地、あ

れだけの規模のやつがあるわけですよ、１万

9,500平米近く多分残っていらっしゃるかと

思いますが、今回土壌の改良工事が進んで、

秋ぐらいには使える更地になりますよと。や

はり、この辺のところは公社含め、町の中で

検討やっていただいて、迎える住宅地になり

得るのかどうか、もしなり得なかったら何に

使うのか、それを町民にやっぱり示す時期だ

と私は思います。これについてご答弁お願い

申し上げます。 

○漆山光春議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 質問のあ

りました花ノ木工業団地の住宅転用地のとこ

ろでありますけれども、吉田議員からもあり

ましたとおり、今年度土壌の撤去工事を予定

しておりまして、開発公社として事業費を約

１億5,000万円を見込んでいるところであり

ます。今年中には撤去したいというふうに予

定しているところでありますけれども、開発

公社そのものの１億5,000万円の支出はかな

り大きい支出になりますので、開発公社単体

では、そこをどうにかするというなかなか余

力は厳しい状況にあるかと思いますので、町

長答弁にもありましたとおり、町と開発公社

のほうで一体となって検討していきたいとい

うふうに考えているところであります。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） まさしくそのとおりだ

と思いますので、とにかく利活用についてど

うするかと、そして、やはりあの辺は地域住

民がずっと取り囲んでいますので、やはりあ

る程度の理解というふうな内容も当然必要で

あるし、地域の要望なんかも含めた上でやは

り検討を重ねて、今日、明日なるわけではあ

りませんが、やはり町としてしっかりとした

青写真というやつをやはり示す必要があると、

そのように私は思っております。 

   あと、コミュニティセンターの跡地利用に

ついてなんですが、あそこ全部町の土地かな

というふうに私自身思っていたんですが、先

ほどの答弁で、一部借地もあるんですよとい

うようなことだったんですが、当面は更地に

して臨時駐車場的な内容が使い道かなという

ふうに、私自身も確かに思います。 

   ただ、将来的に、ここ数年間の中で新しい

庁舎ができましたと、今から50年、60年とこ

の庁舎を栄えさせるためには、周りがきちん

と、こういうふうな計画にしたいね、ああい

うふうにしたいねというふうなことがならな

いと、個人個人の民家がそういうふうなこと

に共鳴していただいて協力もしていただける

ような環境づくりというやつをやっていかな

いと、建物建ってから、何とか協力をお願い

したいと言ったって、これは駄目なわけです

よね。 

   必ずや、やはり町としてはこういうふうな

ことを、庁舎の周りをしていきたいと、そし

てにぎやかさを復活したいと、そしてこの辺

の商店街ももう少し活性化するようなことを

やりたいと、そういうふうな青写真というの

は、私職員の皆さんが物すごくやっぱり考え

るべきだと思うんですよ。有識者を呼んでき

てやりましょう、区長さんのＯＢを集めてや

りましょうというよりも、やはり職員の皆さ

んは河北町出身者が大半であります、そして

地元のことも物すごくやっぱり分かります、

この辺のところの職員さんも確かにいらっし

ゃいます。今20代、30代の職員さんが、夢の

あるような河北町にすべき、こういうふうな

施策がどうでしょうかと、そういうふうなア

イデアをやはり共有しながら町が主導して描

くと。そして、別に有識者から聞いて駄目だ

というわけではなくて、やはり町の職員がこ

ういうふうにしたいというふうなまちづくり



 - 39 -

というやつが、私はすごく大事かなというふ

うには思っています。これについては、様々

行政のほうでも、お金がかかるのでできない

とか、いろんなことは多分言うでしょうが、

ぜひ検討の１ページに加えていただきたいな

というふうに思います。 

   あと、４点目の月山堂開発、ヤマザワさん

が既に開店してもう２年ちょっと足らずにな

っていますが、先ほどの町長の答弁の中では、

福祉施設や住宅構想は今のところ全く考えて

いないというふうなお話がございました。こ

れは、民間主導でありますが、行政にきちん

とそれを上げて、行政も我々議員に対しても、

全て月山堂開発10ヘクタールというふうな内

容を打ち上げたわけですよ。そして、途中、

大きい工事ですので１年待ってください、２

年待ってください、５年待ってくださいとい

うふうなことなのか、それとも県立河北病院

が目の前にあるので、ＣＣＲＣ構想というふ

うな内容で、病気になっても安心ですよと、

あと高齢者もそこに住めますよと、若者も流

出しないであそこを住宅としてやりましょう

と、これは私個人的に大賛成でした。ですか

ら、行政の後押しが必要だったら、何で今頓

挫しているんだと、いつ頃動き出すんだとい

うふうなことが見えないのか。この辺のとこ

ろについて、行政の認識をちょっともう１回

お伺いしたいと思います。 

○漆山光春議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 吉田議員

のほうからまず質問があった住宅地転用の箇

所として、花ノ木工業団地、役場の庁舎解体

に伴いますコミュニティセンターの跡地、さ

らには月山堂地区、あとはプール跡地と４か

所で質問いただいておりますけれども、町と

しましては、ＣＣＲＣ－Ｙ構想は当然あるわ

けでありますけれども、当面プール跡地のほ

うの開発を優先したいということを考えて、

８次総合計画あるいは財政計画等に盛り込ん

でいるわけであります。全てが全て同時に進

められるものでもございませんし、町として

も事業の選択と集中ということも考えれば、

まずはプール跡地を優先しているということ

であります。 

   ヤマザワのところの月山堂地区につきまし

ては、開発を担当しておりました民間業者に

確認しましたところ、今のコロナ等の情勢も

あるかと思いますけれども、なかなか景気が

好転しない中ですぐにとてもできないという

ようなことをお伺いしたところであります。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） 非常に10ヘクタールと

いうふうな開発規模の大きい事業であるとい

うことは分かりますが、やはり非常に町にと

っては、未来が開けるようなやはり環境かな

というふうに私は思うんですよ。ですから、

何としてでもその開発が前に進むように、ぜ

ひお願いしたいと。そして、おいでいただい

た方には、皆さんの居住区域としてこういっ

た場所を町は考えていますよと、民間事業者

のほうと協力してこれをやろうとしています

よと。別に、私は町でやれと言っているわけ

じゃないわけですよ。町が民間を引き込むよ

うな施策に頑張ってやってくれと、そういう

ふうに言っているわけですよ。東根なんかは、

不動産会社、あと建築会社、皆ですよ、皆ま

とまって、しかも１社とか２社とかというわ

けじゃなく３社も４社も固まってやっていま

すよ。それは、市が誘導しているんですよ、

この地域、あの地域ということで。そういう

ふうなことをぜひ、やれる町だと私は思いま

すので、ただ単に流れに流されず、事業者が

駄目だと言っているのでまだ待っているんで

すよと、５年先、10年先になるかも分からな

いというふうな説明では、なかなか私は駄目
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じゃないかなというふうに思います。熱意を

持ってとにかくやっていただきたいというふ

うに思います。 

   あと、プール跡地のやつ、いろいろ今調査

検討を進めていますというふうなことがあり

ましたが、町長のほうに南部地区3,081名の署

名簿を持参したときに、町長は重く受け止め

ていますと。いろんな形で、もっと、南部地

区の方がこれだけの思いをここに書いたとい

うふうな内容の際に、不安解消のために様々

なやはり手を打っていただく、そういうふう

なことをやっぱり強く思っていました。しか

し、プール跡地、まずは手っ取り早くそこに

住宅を建てて、若者回帰ということで、東京

のほうから若者を呼ぶんだと。私に言わせれ

ば、若者来たら、まず自分の自宅に帰れと。

そして、自分の親の自宅をどうするかと、そ

んなことをまず考えていただいてというやつ

が、ちょっと先に来るのかなというふうには

思います。 

   若者回帰だけではないと、先ほどの答弁で

は、若者の流出を防ぐために、あそこの土地

を希望した方には売るんだというふうなお話

がございました。そうしたときに、荒町の人

が高関のあそこの土地買ってやったら、全く

人口なんか増えないわけですよ。だから、誰

に売るんだというふうな内容もしっかりと見

極めをしないと、私は駄目だと思うんです。

人口増加に全くならないと。せっかくあれだ

けの1,849坪の土地が、ただ単に民間に払い下

げになっちゃうと。そして、町が全て主導す

るとなってくると、除雪どうするの、何どう

するの、かにどうするのと、いっぱい難問題

が出てきますよ。そういうふうなことは、や

はり民間主導で、様々な形でやっていただい

たほうが、私は本当にいいんじゃないかなと

いうふうに思います。 

   跡地どうするかというやつと、南部地区の

要望に対するどうするかというやつは、私は

並行してできるだけ進んでいただきたいと思

うんですよね。８次の計画で立てたからとい

うことで、町が考えている内容を最優先して

やっていって、じゃあ、あのときのあの被害

の想定で、あそこに来た方の不安解消という

やつは何解消したんだと、そんなことを私自

身やっぱり思っています。 

   とにかく、町の有効な土地ですので、最大

限町民が福祉につながるような要望をやって

いただきたいなというふうに思います。 

   あと、次の質問のやつで、サン・コーポラ

ス、今33の部屋が空いています。120所帯です

から、40、40、40ということで３棟あるわけ

なんですが、やはり電気がかなりついていな

い場所が出てきているなというやつは、はた

目で見て分かります。そして、それがここ数

年間ずっとこう加速しているわけですよ。40

空き部屋が出たと思ったら、一つ丸々使わな

いというふうな状況にやっぱりなってくるわ

けですよ。今、管理員さんは、空き部屋、風

を入れるんだというふうな内容で、ずっとこ

う回っているところに偶然遭遇したときがあ

ったんですが、やはり天気のいい日は風を入

れないと、すぐ使っていただけるような状況

にならないと。それが、どんどん加速度的に

増えてきていると。 

   そして、先ほど町長答弁では、空き部屋対

策について今から検討していきますと、いろ

んな方からお話を聞いて。本当に何とかしよ

うというふうな気が強く出ているのかなとい

うふうに、ちょっと思ってしまいました。値

段的には、なかなかいい値段を出していただ

いているかなというふうに思いますが、あの

サン・コーポラスさんから国道を挟んだとこ

ろにシングルアパート出ました、14部屋です、

家賃４万円です、駐車場１個ついています、

カーテンもう全て皆ついています、14部屋瞬



 - 41 -

く間に埋まってしまいました。この14人が、

何でサン・コーポラスさんのあそこの部屋に

入ってくれなかったのかなと、そうすればも

っとよかったのになあというふうにやっぱり

思うのは、職員さんも私も多分同じだと思う

んですが、何が駄目なのかとなったときに、

やっぱり行ったらすぐ住めるような環境がで

きていればほしいと。あと、畳の部屋なんか

あんまり若い者は要らないと。あとはネット

環境もちゃんとつながっているということも

考えていきたいと。そういうふうな若者のニ

ーズをしっかりと捉えて、そして移住定住で

こちらのほうに来た方に、あそこを当然案内

するんでしょうが、やっぱりいい環境を整え

ないと廃れる一方かなというふうに思います。 

   その辺のところを、職員さんはきちんと分

かっていらっしゃると思いますので、戦略を

立てるということは、どれだけの投資をすれ

ばどれだけの効果を生み出せるかと、そして

町内の不動産業者さんとどれだけバッティン

グするかと、そういったことも連携しながら

やっぱりやっていく必要があると思いますの

で、しっかりとお願いしたいなというふうに

思います。 

   時間もちょっとなくなりましたが、お祭り

の件に関しては、今回南部地区当番というこ

とで、町長も南部だし、議長も南部だし、私

も南部だし、思い切って暴れるかなあという

ふうに３人の方は思っていらっしゃったのか

なというふうに思いますが、今祭り実行委員

会が今月開かれるので、それに一応従うと、

そういうふうな方向性だというふうなことで

すので、それを一応結果的に待ちたいなとい

うふうに思います。ただ、いろいろこう実行

委員会様々する中で、やはり町が「いや」と

いうふうなことも必要かなというふうにも思

いますので、やっていただきたいというふう

に思います。 

   あと、最後にお風呂関係いきます。今６時

からやっているというところは、周辺関係大

半が６時なんですよ、そして天童のゆぴあさ

んだけが６時半。そして、町のひなの湯は、

お金を350円上げたわけですよ、この間。ずっ

と250円だったやつが280円にして、時間を置

かずして350円にしました。350円にしたと同

時に、いやコロナだから６時を７時にすると。

そういうふうな戦略ではなくて、やはり行政

サービスというやつを考えたときに、他市町

と同じように、浴場はやっぱり私は６時にす

べきだと思います。 

   そして、６時にしてお客さんが多少戻る時

間はかかるかもしれないけれども、戻ってき

てもらうための施策をやっぱりやっていって

ほしいと。例えば、奥羽牛乳さんの牛乳を１

本差し上げますよと、先着30名ですよと、朝

６時からの方ですよとか、そういうふうな商

売熱心なことをやっていかないと、足りなく

なれば税金もらえるからと、そんな根性で商

売やってもらっては絶対困ると思います。そ

の辺のところをきちんとわきまえて、ぜひ６

時からということで、副町長、社長としてど

うですか。最後の回答になりますので。 

○漆山光春議長 「河内副町長」 

○河内耕治副町長 ひなの湯の朝のオープンの時

間帯につきましては、議員おっしゃるように

以前は６時でございました。コロナ禍もある

んですが、コロナ禍になる前から、残念なが

ら６時にかつては行列ができていたほどいら

っしゃっていたお客様がだんだんと減ってい

た状況がございました。そこにコロナ禍が追

い打ちをかける形でさらに利用者が減ったと

いうことで、数名の利用者しかいないという

ような現状を踏まえまして、また職員体制、

あるいは会社の経営そのものの経費のかかり

方なども総合的に判断いたしまして、現在は

暫定的に７時にさせていただいているところ
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でございます。 

   ただ、議員おっしゃるように、利用者の方

には根強い、早い時間でのオープンを希望し

ているお客様がいらっしゃるというのも事実

でございますので、会社として、コロナ禍の

中に入って赤字経営が続いているという状況

を踏まえて、今毎月取締役会を開催しており

ます、その中でも検討していきたいと。まず

は、６時ありきではなくて６時半、あるいは

さらには状況を見て６時というような持って

いき方もあるのかなというふうにも考えてい

るところでございます。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） よろしくとにかくお願

いしたいと思います。６時というふうな内容

で、やはり地元の方なんかもよく使っていら

っしゃいますので、その方が利用すれば１年

間300日ぐらい使うわけですから、非常に集客

にもやっぱり私はつながってくるのかなとい

うふうに思います。 

   来週の週末、あそこで私の地域のほうで、

ちょっとした会合なんかもするように組み入

れました。できる限り、地元としてもあのひ

なの湯がやっぱり再生できるように頑張りた

いなというふうには思っていますし、地域の

方々にもそういった話なんかもさせていただ

いております。とにかく、行政サービスとい

うふうな内容で、令和４年の４月１日から350

円にしたということを考えていただいて、６

時からにさらに強く要望して、私の一般質問

を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。 

○漆山光春議長 以上で５番吉田芳美議員の一般

質問を終わります。 

   ここで10時15分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１０時０２分 

     再 開  午前１０時１４分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、10番木村章一議員。 

   「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 一般質問を行います。 

   質問事項の１は、高過ぎる国保税を、西川

町のように基金を活用して引き下げることに

ついてであります。 

   国保の基金は、医療費給付など必要な支出

額に対して国保税額が高くてたまってしまっ

た、国保加入者に返すべきお金であります。 

   質問の１点目は、国保会計の不測の支出に

は県の基金で対応するため、町の国保会計に

は緊急対応の役割の基金は不要であることに

ついてであります。 

   インフルエンザの大流行などに備えた基金

は不要なのに、河北町では１年間の国保税収

入額、令和４年度予算では約３億1,977万円の

1.4倍にもなる、令和3年度末ですが４億4,854

万円もの基金がたまっており、町としては令

和３年度末には前年よりも減額するだろうと

いう町の予測を超え、増額している状況であ

ります。 

   質問の２点目として、西川町では基金活用

で国保税を２割引下げしております。河北町

でも基金を活用して、高過ぎる国保税を引き

下げるべきことについてであります。 

   県内統一の国保税率にする検討が進められ

ております。令和４年度から県内統一の税率

にするということは見送られ、令和12年度か

らの実施に向け検討が進められている状況の

ようであります。県内統一の税率になったと

きに、町の国保会計の基金は残さないように

すべきであります。それを見据えて、令和11

年度までに計画的な国保税の引下げに活用す

べきであります。基金残高を７年で減らして

いくには、ちょうど20％の引下げが可能であ

ります。いかがでしょうか。 

   次に、質問事項の２であります。 

   ゼロ歳児保育は、４月１日時点の月齢で保
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育の可否が決まるため、生まれる月により格

差があります。２月や３月に生まれた子供は

月齢が足らないため、認可施設にゼロ歳児保

育を申し込めず、先に定数が埋まってしまう

からであります。これらの問題に、認可外と

して対応している届出保育施設に、町は子育

て応援として支援をすべきではないでしょう

か。 

   質問の１点目ですが、月齢が足らないなど

で４月時点の申請ができず、認可施設のゼロ

歳児保育定員から外れたときは、認可外の施

設にお世話になります。この場合、保護者が

支払う保育料は月に約４万円で、保育料の公

的支援により半年ごとに差額が精算されます

けれども、保護者がその半年間先に支払う方

式となります。これは、保育料の無料化に向

かっている現在、特に負担感が高く、町とし

て方策を考え、改善すべきではないでしょう

か。 

   質問の２点目です。認可外の保育施設の運

営者は、現行の保育制度からはみ出すゼロ歳

児などの保育ニーズに懸命に応えております。

認可施設では、ゼロ歳児１人当たり約15万円

の公的支援がありますが、認可外施設には１

人当たり1.5万円程度の支援で、施設運営者は

大変苦労している現状があります。子育て応

援として町で支援すべきではないでしょうか。 

   質問の３点目ですが、認可外の保育施設で

は、最近数回にわたった国による保育士への

待遇改善の支援からも見放されております。

これは、町の子育て応援として取り組むべき

課題ではないでしょうか。 

   質問事項の３は、令和２年７月豪雨で、田

井や杉の下と谷地工業団地の地域に多大な浸

水被害をもたらした槙川に、早期の排水機場

を設置する見通しについてであります。 

   質問の１点目ですが、河北町において浸水

被害が発生した地域で、槙川のみが河道掘削

以外の対策の方向性や見直しが明確でない状

況にあります。町として把握している見通し

はどうでありましょうか。 

   質問の２点目は、槙川の浸水被害を防ぐに

は、排水ポンプ車ではなく大型の排水機場が

必要だということであります。2016年８月の

水防訓練のときは天候が晴れで、排水ポンプ

車実演のために水門を閉めたため、槙川の水

量をたまる面積と一定時間に上昇する水位か

ら、流下水量を１分当たりおよそ45立方メー

トルと目測できました。２年後の2018年８月

の水防訓練では、降り続く雨の中で、流下水

量を１分当たりおよそ110立方メートルと目

測できました。槙川は、通常の天候でもこれ

だけの水量があるので、最大能力が１分当た

り60立方メートルの排水ポンプ車配置などで

は能力不足で、槙川には大型の排水機場の設

置が必要であります。 

   質問の３点目ですが、当面の緊急対策とし

て、槙川両岸の管理道路の高さを、槙川樋門

から杉の下地区まで、令和２年７月豪雨時の

水位まで盛り上げるか、古佐川右岸のように

大型土のうを積み上げて浸水被害に備えるべ

きではないでしょうか。 

   以上、森谷町長の答弁を求めます。 

○漆山光春議長 10番木村章一議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 10番木村章一議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、国保税を基金を活用して引き下げ

ることについてお答えいたします。 

   まず１点目、国保会計の不測の支出には県

の基金で対応するため、町国保会計の緊急対

応の基金は不要であることについて、この点

申し上げます。 

   県においては、国民健康保健事業の財政安

定化のため、給付増や保険税収入の不足によ



 - 44 -

り財源不足となった際に、法定外の一般会計

からの繰入れを行う必要がないよう財政安定

化基金を設置し、市町村に対して貸付けまた

は交付を行っております。 

   この基金は、災害等により国保税の収納額

が大きく低下するような場合に、県はこの財

政安定化基金を取り崩し、収納不足額の２分

の１以内を交付するものですが、交付額を国、

県、市町村がそれぞれ３分の１ずつ補塡する

ことになります。町の国民健康保険基金は、

緊急の対応のためではなく、事業の円滑な運

営を図るため、県において算定する市町村が

加入者に賦課する標準的な水準を示す市町村

標準保険税率よりも税率を低く抑え、不足額

は基金を取り崩して県への納付金に充てるこ

とで税率の安定に寄与しておりますので、不

要であるとは考えておりません。 

   ２点目の、西川町では基金活用で国保税を

２割引き下げており、河北町でも基金を活用

して引き下げるべきことについて申し上げま

す。 

   国民健康保険事業は、平成30年度から県と

市町村が共同運営し、県は財政運営の責任主

体として中心的な役割を担い、市町村は資格

管理、保険給付、保険税率の決定、賦課徴収、

保健事業等の事務事業を行っております。令

和３年の国民健康保険法改正により、県が定

める国民健康保険運営方針に保険税の平準化

が位置づけられ、現在、県では保険税水準の

統一に向けて市町村と議論が行われていると

ころでありますが、具体的なスケジュールは

決まっておらず、町の基金の活用は税率の安

定化に不可欠な状況にあります。 

   このようなことから、今後具体的なスケジ

ュールが示された時点で、統一後の保険税率

や基金残高を考慮しながら、基金の有効活用

について検討してまいります。 

   次に、ゼロ歳児保育は、４月１日時点の月

齢で保育の可否が決まるため、生まれる月に

より格差がある。これらの問題に認可外とし

て対応している届出保育施設に、子育て応援

として支援すべきではないか、この点申し上

げます。 

   まず、全ての学齢の考え方において、４月

１日時点という基準がございます。それに基

づいて、所要の時期に入所手続を行うことと

なっており、生まれ月による手続の差はある

わけでありますけれども、これをもって格差

という捉え方はしておりません。 

   町の認可保育施設は、生後２か月からお子

さんを預けることができる施設が１か所、３

か月から預けられる施設が２か所、８か月か

ら預けられる施設が１か所ございます。また、

いわゆる認可外保育施設と言われる届出保育

施設等は、町内に２か所ございます。こちら

では、生後２か月から預けることができます。

認可保育所は、国が定めた施設の広さ、保育

士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管

理等の基準を満たし、各都道府県知事の認可

を受けた施設であり、認可保育施設への入園

手続は、保護者が各市町村に申請することに

なります。 

   一方、届出保育施設等は、児童福祉法上の

保育施設に該当し、保育を行うことを目的と

する施設で、各都道府県知事に対する設置の

届出が義務づけられている施設であり、保護

者が各施設に直接入園の申込みを行います。

また、届出保育施設等は、認可施設のゼロ歳

児保育の定員から外れた場合にのみ入園する

ということではなく、認可施設に入る前の利

用、農繁期等一時的利用、短時間での利用、

町外の保護者が勤務近くの保育施設として利

用するなど、より保護者の方の意向に沿った

柔軟な預け方ができる施設であります。 

   １点目の、保護者が支払う保育料は月４万

円で、保育料の公的支援により半年ごとに差
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額が精算されるが、保護者がその間、先に支

払う方式は負担感が高く、改善すべきではな

いか、について申し上げます。 

   届出保育施設等に関し、半年ごとに保育料

を精算しなければならないという決まりはご

ざいません。現在は、半年ごとに保護者が町

に補助金申請を行い、町が保護者へ補助金の

振り込みを行っておりますが、仮に半年ごと

ではなく毎月行う場合には、保護者が申請書

を記入し、施設がそれを取りまとめ、保育料

納付証明書を発行し、町へ提出する必要が毎

月生じ、保護者及び施設に大きな負担となり、

町が行う事務処理も増大することとなります。 

   認可施設の場合は、町で定めた保育料を保

護者が施設に支払いますが、届出保育施設等

は、施設が定めた保育料を保護者が施設へ支

払いますので、認可施設と同様の取扱いを行

うことは困難な状況であります。 

   届出保育施設等の場合、保護者が支払いを

した保育料に対しての補助金であるという性

格であることに加え、その事務処理手続等に

おいては、これまで様々な検討を経て、現在

の半年ごとの申請に対し補助金を支払うとい

う手続が確立されてきたものでありますので、

この点ご理解いただければと思います。 

   ２点目、認可施設ではゼロ歳児１人当たり

約15万円の公的支援であるが、認可外施設に

は１万5,000円程度で、施設運営は大変苦労し

ている現状にある。子育て応援として、町で

支援すべきではないか、この点申し上げます。 

   認可保育施設の場合、国の公定価格に基づ

き、１人の乳児に対し１か月約18万円の給付

がありますが、認可を受けていない届出保育

施設等には、このような給付はございません。

そのため、届出保育施設等への支援としての

ゼロ歳児支援については、河北町届出保育施

設等すこやか保育事業補助金の保育サービス

充実支援事業として支援を行っているところ

でございます。これは、県が実施する山形県

すこやか保育事業費補助金制度に基づき実施

しているもので、在籍するゼロ歳児の人数に

より助成額を決定し、県の補助金に上乗せを

して支援をしているものであります。 

   また、補助金の基準となる人数が県の補助

金に該当しない月は、町の単独補助を行い、

結果としてゼロ歳児が１人でもいれば、毎月

どちらかの補助金を利用して、切れ目なく支

援をしているところであります。 

   具体的な金額を申し上げますと、ゼロ歳児

の人数が１人から３人の場合14万2,500円、４

人から６人の場合28万5,000円、７人以上の場

合42万7,500円であり、各月の１日を基準日と

して、変動するゼロ歳児の人数に応じた補助

金による支援をしているところであります。 

   ３点目の、認可外の保育施設では、最近数

回にわたった保育士への処遇改善支援からも

見放されているが、町の子育て応援として取

り組むべき課題ではないか、この点申し上げ

ます。 

   国では、コロナ克服・新時代開拓のための

経済対策の一つとして、看護、介護、保育、

幼児教育などの現場で働く方々について、令

和４年２月から９月までの間、収入を３％、

月額で9,000円程度引き上げる処遇改善を行

っておりますが、県知事の認可を受けていな

い届出保育施設などは対象施設とはなってお

りません。町では、届出保育施設等に対し、

直接的な処遇改善のための支援ということで

はありませんが、設置者及び保護者の保育需

要に柔軟に応えるため、河北町届出保育施設

等すこやか保育事業補助金を支給し、広く支

援をしているところであります。 

   次に、令和２年７月豪雨で、田井や杉の下

と谷地工業団地の地域に多大な浸水被害をも

たらしている槙川に、早期の排水機場設置に

ついての見通しについてお答え申し上げます。 
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   １点目の、河北町において浸水被害が発生

した地域で、槙川のみが河道掘削以外の対策

の方向性や見通しが明確でないが、見通しは

どうか、について申し上げます。 

   現在、国土交通省では、令和２年７月豪雨

をはじめとした近年の気象変動による水害の

激甚化、頻発化に備え、最上川流域において

あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を

軽減する目的で、令和３年１月に「最上川中

流・上流緊急治水対策プロジェクト」、同３月

には最上川水系全域に及ぶ「最上川水系流域

プロジェクト」が公表されました。この「最

上川中流・上流緊急治水対策プロジェクト」

で位置づけられました治水事業は、国、県、

市町村あらゆる関係団体が連携し、河道掘削、

堤防整備、分水路整備、遊水地改良などを集

中的に実施し、全体の事業費を約656億円、事

業期間を令和２年度から11年度とするもので、

本町関連の治水事業のハード対策として、大

久保第二遊水地の改良、押切地内の堤防整備、

溝延地内の堤防整備、この３事業が明記され、

令和３年度よりそれぞれ現地の状況に応じた

地元説明会や調査設計等が進められておりま

す。また、氾濫をできるだけ防ぐ、減らすた

め、水位低下を目的とした河道掘削なども実

施中であります。併せて、県関連の緊急治水

対策としては、古佐川のバックウォーター対

策として堤防機能強化事業に着手し、支障木

の伐採や河道掘削なども行われております。 

   令和２年７月豪雨では、槙川合流部の田井

地区や杉の下地区と谷地工業団地周辺が甚大

な浸水被害に見舞われました。水害から生命、

財産を守り都市基盤を確保するため、槙川合

流部への排水機場設置など、恒久的な治水対

策が必要であると認識しております。地元促

進協議会や関係団体とも連携し、関係機関へ

の要望に努めておりますが、対策の見通しは

ついていないのが現状であります。防災減災

につながる排水ポンプ導入や、谷地工業団地

内の排水分水路整備など、町として取り組ん

でいる取組、これもアピールしながら、関係

機関に対し粘り強く治水対策の強化を訴えて

まいります。 

   ２点目の、2016年８月の水防訓練のときは

天候が晴れで、排水ポンプ車実演のための水

門を閉めたので、およその流下水量を毎分45

立方メートルと目測した。2018年８月の水防

訓練は、降り続く雨で、流下水量およそ毎分

110立方メートルと目測した。槙川は通常の天

候でもこれだけの水量があるので、最大能力

が毎分60立方メートルの排水ポンプ車では能

力不足で、大型の排水機場の設置が必要では

ないか、この点申し上げます。 

   河川管理者である県に対し、槙川の河川性

能などを確認いたしましたところ、流域面積

8.8平方キロメートル、河川延長5,200メート

ル、最上川合流点付近の流下能力は、流速が

毎秒2.2メートル、計画高水流量が毎秒65立方

メートルとのことであります。また、県内で

は、最上川支流の県管理の排水機場施設はな

く、県内各所で整備する方向性はないという

ことであります。国においても、直轄河川の

支流部への排水機場施設整備は、以前と方針

が変わり、できないとの見解を伺っておりま

す。 

   こうしたことから、全体の排水処理をカバ

ーするには至りませんが、国においては内水

被害軽減のための移動式排水ポンプ車の運用

を行い、令和３年度からは県でも取り組んで

いる状況であります。 

   町としても、国、県と連携した治水対策の

推進に加え、あらゆる関係者が協働して流域

全体で水害を軽減する流域治水を基本とした

まちづくりを推進することが重要である、こ

の考え方に立って取り組んでまいります。 

   ３点目の、緊急対策として、槙川両岸の管



 - 47 -

理道路を杉の下地区まで、令和２年７月豪雨

時の水位まで盛り上げるか、古佐川右岸のよ

うに大型土のうを積み上げて浸水被害に備え

るべきではないか、この点について申し上げ

ます。 

   議員よりご提案いただきました緊急の対策

は、排水機場設置が見通せない実情の中で、

着実な治水強化を望む地域の声と捉えており

ます。町としては、こうした対策を進める上

では、県の河川担当部局と地元促進協議会を

はじめとする地域の方々との率直な意見交換

の場が必要であり、地域の声をしっかり受け

止めていただき、着実な治水強化につながる

よう、県に対して働きかけてまいります。 

   以上、お答え申し上げます。 

○漆山光春議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 再質問をいたします。 

   最初に、国保税引下げに基金を活用しては

どうかということであります。 

   町としては、既に基金をにらみながら国保

税を引き下げているというような認識とも取

れる状況かと思います。県から求められた額

を減額するには国保税収入だけでは足りなく

て、その分を基金を使っているということで

あります。この考え方でもいいんです。その

抑えている額をもうちょっと下げると、あと

20％ぐらい下げられるのではないかと、こう

いう議論であります。 

   逆に、今のまま続けていって、それで最後

に、最後にといいますか、令和12年になって

県で統一の税率になったときに、たくさんの

数億円の基金を残してしまったと、これどう

するんだと、どうやってそこまで払っていた

だいた国保加入者にお返しできるかという悩

みが私はできると思うんですね。それを、今

の段階から早いうちから一定、その時期が明

らかにならない段階からでも手は打っておい

たほうがいいのではないかと。そういう意味

では、ちょっと基金の額が多過ぎるのではな

いかなというふうに思うんですけれども、本

当にもうざっくりと割れば７年間あると、そ

れを４億5,000万弱ですね、それを減らしてい

くには、ちょうど20％ずつ減らしていくとち

ょうどゼロになるというのが目安はあるんで

すね。そういったことを、これは町で判断す

べきことでありますので、そういったことを

ぜひ検討したらいいのではないかと。何と西

川町では、それを実際やっていると、そうい

う事例もありますので、大いに参考にしては

どうかということであります。 

   これは、もう本当に考え方ですので、町長

のお考え次第かなと思います。町長いかがで

しょうか。 

○漆山光春議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 確かに、木村議員おっ

しゃるように、令和３年度に国民健康保険法

の改正によりまして、県が定める国民健康保

険運営方針に、保険税の水準化ということで

位置づけられておりますが、現在その議論は

やっております。最終的には、県は国民保険

税の完全統一、いわゆる県内どこに住んでい

ても、所得あとは世帯構成が同じであれば保

険税が同じということを視野には入れており

ます。そのことについて、その前段としまし

て、今各市町村に納付金の算定において、現

在医療費水準というものを反映させておりま

すが、それを納付金ベースの統一ということ

で、その医療費ベースを反映させないという

ことで、今議論が止まっているような状況で

あります。 

   そのような状況から、県のこの国民健康保

険運営方針の中では、令和11年度までにその

納付金ベースの統一、さらには令和12年度か

らは完全統一に向ける検討を行うということ
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にしておりますので、木村議員おっしゃるよ

うに、12年度から山形県内が統一されるわけ

とは、うちのほうでは承知していないところ

でございます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） まだ12年度から統一と

いうふうに決まっていないと私も承知をして

おります。でも、そんなふうに動いていると。

いろいろ、国保税の高い地域、高度な医療が

ある地域、山形市とかそういうところですと、

全体として国保税が高いと。そんなに医療が

ないと、そういう地域ではそういう医療もな

い、そこはもう我慢といいますかね、なかな

か受けられないので国保税も低いと。それを

同じものにするというのはどうなんだという

のは、なかなか整理がつかないというので、

令和６年度からというのはなくなって、12年

あたりは次の目安というふうになっていると

いうことですね。 

   全体として、例えば均等割の就学前の子供

たちは半額にするなどというのが入ってきて

いまして、協会けんぽなんかですと収入割だ

けがあるのに、世帯平等割と、あと均等割、

頭数割りですね、それがある分だけ国保税が

高いというのを、もっと下げていこうみたい

な流れもありますので、そういう中で河北町

では幸い基金があるので、その分でまずは先

行して下げていくという検討は大いにしてお

かないと、令和12年頃になって、あれこんな

に基金たまっちゃったと、どうしようと、一

般会計に戻せないしどうしようと。過去、そ

の当時払った人たちに返さなきゃいけないは

ずの基金ですから、どうしようとなるので、

そこは早めに、必要以上にためておかないと

いうための引下げというのは、これは大いに

やるべきじゃないか。既にやっている西川町

の実例があるということであります。この辺

町長、大いに勉強してみたらいかがでしょう

か、いかがですか。 

○漆山光春議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 西川町の例を挙げても

らいましたけれども、先ほども町長答弁にも

ございましたように、まだ具体的なスケジュ

ールが示されておりませんので、その示され

たときに、国民健康保険税が一体どうなるの

かということもあります。そのときに、急に

上がった場合には、そのときには基金を活用

して、町民の皆様に負担にならないように基

金を使っていきたいと思いますし、今おっし

ゃられたように、やっぱりスケジュール的に

いつか決まった時点で、その基金の在り方に

ついても、活用についても検討してまいりた

いと思います。 

○漆山光春議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 国保税の基金は、国保税の加入

者からいただいたお金であります。それを有

効に、有効にというのは負担の安定化、でき

れば低減、そういった中で加入者のために活

用していくと、これが基本だというふうに思

っております。制度改革に向けた議論の動向、

あるいは国保税、とりわけ国保税の加入者の

医療費の動向、そういった様々な観点で、今

またコロナで受診控えというようなこともご

ざいます。いろんな、ちょっと国保税の今後

の議論のスケジュール、スケジュールの中で

の議論、そして、その間の我が町としての国

保税を取り巻く状況がどうなっているか、そ

してどうなっていくのか、そういったところ

を見極めながら考えていかなければならない

問題だというふうに思っております。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） その大体姿が見えてく

る、県の県内統一の税率とか、いつ頃なんて

なったときには、手後れになるぐらいに大き

い基金を残してしまったなどというと、もう

ほとんどいきなり国保税、まずはそれするた
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めに、それに対応している間に３割減、４割

減の国保税にして、いきなりすとんと上げて、

でなきゃ国保税をそれに合わせていこうとし

たときに、非常に多額の大きな税率変動など

ということもあり得るのではないかと思うん

です。そういう点では、少し西川町のように、

前倒しに一定の想定をしながら早めに税率引

下げをしていく、こういったことは非常に責

任あるやり方なんじゃないかなというふうに

思います。 

   いつ頃なら、その大体の状況が見える、な

んていう何年後、何年度頃だとそういった状

況が見えてくるという見通しをお持ちなら、

そういう見通しですから、それで外れたとは

言いませんが、大体の見通しなんてはお持ち

なんですか。 

○漆山光春議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 今の段階でございます

が、現在の山形県の国民健康保険運営方針に

つきましては、平成30年度から令和５年度ま

でとなっております。次期運営方針は、令和

６年度から令和10年度までの５年間となって

おります。令和８年度に中間検証というもの

がございますので、そのときに統一に向けた

取組について再検証するということになって

おるところでございます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 令和８年度頃に、その

見直しのときにどんなふうになっていくか時

期が見えると。そのときに、数億円、３億円

とか４億円の基金を残していたら、そうした

らどういうふうにしますかね。そこから11年、

12年度からなので、急いでどんと一回下げる

とかというふうにはなかなかならないんじゃ

ないかと思うんですよ。そういうことを考え

ると、ある程度基金をもっとこう、これまで

の考えよりはもっと早いペースで基金を減ら

しておくということは必要なのではないかと

思うんですが、いかがでしょうか。 

○漆山光春議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 例えば、県の水準が統

一されたとしても、基金が残っていれば、皆

さんからいただいた税基金でございますので、

それに減らして充てていくことも考えられる

かと思います。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 西川町のように、大胆

にといいますか、頑張ってそういった対応も

された事例もありますので、ぜひ責任の取れ

るといいますか、基金せっかく皆さんが大変

な思いで、協会けんぽの２倍ぐらいで、みん

なが高い高いと言われる中集めたお金を、変

に最後にうまく活用できなかったなんてなら

ないように、ぜひともしていただきたいとい

うふうに思います。 

   次に、ゼロ歳児保育関連でありますけれど

も、町長答弁で、半年間ごとの決まりはなく

て、毎月毎月だとなかなか申請が大変なので、

親心でとは今はおっしゃっていませんが、半

年に一遍ぐらいにしたらいいんじゃないかと

いうことなんですが、今保育料を全体として

もうゼロにしようというふうな流れがずっと

あって、それで子育て支援という中で、その

ゼロ歳児保育の部分は、まだそういう点では

その流れが来ていないのではないかというよ

うな対応になっています。特に、月齢の都合

もあって届出保育施設、認可外に子供を預け

るということになると、お金を１回４万円出

すというふうになるわけですが、河北町の場

合は大体そのぐらいだということなんですけ

れども、それで後で精算するというのは、例

えば毎月精算で、その手間をできるだけ簡単

な簡易な方法で、あらかじめ同じようなとこ

ろは書いておいて、あとはどこか変わったと

ころだけ書き換えればいいような何か申請方

式とか、何かあると思うんですが、そうすれ
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ば、１回分の差額分だけは親負担で、あと最

後に精算というみたいになると、ほとんどそ

の差額分だけの負担だけで毎月だと済んでい

くと、実際に自分が負担する分だけで済むみ

たいにもなるので、この辺はぜひ行政で努力

して、子育てでゼロ歳児を預けながら頑張っ

て働くような、そういったお母さん方、お父

さん方を大いに支援するという発想もあって

いいのではないかと思うんですが、いかがで

しょうか。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 今木村議員のほうからお

尋ねであった内容につきましては、やっぱり

町長答弁でも申し上げたとおり、これまでい

ろんな検討をさせていただきました。その補

助金の導入のときにもさせていただいて、あ

とは近隣の状況なども参考にしている部分が

あります。現在も、近隣でも届出施設等につ

いては半年精算というふうなところが多いよ

うに聞いております。あと、補助金というふ

うなやっぱり性格のものでございますので、

一旦保護者のほうから支払いがないと、それ

に対しての補助金というふうなことなので、

こちらで補助するというふうなことは不可能

になるんですが、その半年か月ごとというふ

うなことは、やはりその保護者の負担感を取

るのか、優先するのか、あとは月ごとの事務、

保護者の負担といいますか、そちらの大きく

なるようなこととの比較というふうなことに

なりますので、それについては今後も検討し

ていく必要はありますが、現在のところは半

年でやらせていただいているところでござい

ます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） その半年ごとというの

を、例えばその申請するのにすごく負担だと

いうのは、役場日中しかやっていないから、

そこに来てもらうには会社休んでもらわなけ

ればいけないとか、そんな負担なんかも考え

ているのか、それとも申請書を書くことその

ものが大変なのか。日中でなくて、どこか夜

間でもそういうのを受けられますよみたいな、

そういった努力であれば行政の努力でできる

んでしょうから、そういったふうにして申請

の負担をできるだけ軽くする、あるいは毎月

それか半年ごとというのを選択にして、どち

らでも選べるようにしますよみたいなことだ

ってあり得るのではないかと思うんですね。

そういう、私なぜこれかというと、子育て支

援でできるだけ河北町は子育てしやすい環境

をぜひともつくろうと、このゼロ歳児の分野

でもつくろうというふうな努力は、ここら辺

は行政の努力だけでも何とかできるところな

ので、そこはぜひ検討したらどうだという議

論なんですけれども、そういった発想はあり

ませんか。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 この現在の流れといたし

ましては、保護者が申請書を記入いたしまし

て、施設のほうでそちらを取りまとめをして、

それを町のほうにというふうなことになるわ

けですけれども、それがまず毎月行われると

いうことに関しては、施設と保護者共に負担

が今はあると、月ごとにしてしまうと非常に

大きなものになってしまうというふうなこと

です。ただ、やはり月ごとをやっているとこ

ろというふうなものもあるというふうにも聞

いておりますので、その辺はちょっと研究は

させていただきたいというふうに思います。 

   ただ、補助金ですので、中身が必要なもの

で申請を行っているというふうなことから、

簡易的なものというのはできるかどうかは、

ちょっと難しいかと思うんですけれども、も

ちろん必要な書類はいただいた上で、できる

かどうかは検討はさせていただきたいと思い

ます。 
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○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 分かりました。ぜひと

も子育て支援につながるような検討をしてい

ただきたいと。いろいろと本当に、子育て支

援ではいろいろな手を打って頑張っている中

で、もう既に子供をつくった、またはこれか

ら、そういうことだったらまたハードルが低

くなるので、ぜひ子供をつくりたいというふ

うに思うような環境づくりという点ですので、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

   次に、認可外施設への支援でありますけれ

ども、私15万円と申し上げましたが、保育士

１人でゼロ歳児だと３人なんですね。ですか

ら、４万円ずつの保育料だけもらってとなる

と12万円しかいただけないので、保育士さん

の給料も出ない。施設費とかいろんな、全く

出ない。その分を、国とか県とか町とかが出

していくというので、15万円ぐらいというふ

うにお聞きしましたが、もっと大きい18万円

ぐらいなのかなというふうに、町長の答弁で

はありましたが、それが認可外だとずっと低

いと。で、私１万5,000円ぐらいと言いました

が、その規模によっていろいろで違って、一

概には言えないと。でも、そのぐらいの差は

あると、10対１ぐらいの差があるのではない

か、５対１か10対１ぐらいの差はありそうだ

というふうにお聞きしました。 

   この認可外施設の在り方、存在についてな

んですけれども、どうしてもこの河北町周辺

の寒河江、西村山などでは、そういうニーズ

はあるんですが、今申し上げたようなその施

設に対する支援が少な過ぎて運営していけな

いというので、現状も河北町が２施設だけに

なってしまっていて、寒河江なんかの施設も

みんなその認可外の部分はやめたというふう

にお聞きしておりますけれども、その辺はど

うなんですか。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 近隣の届出保育施設等に

ついては、やめたわけではなくて、まだ存在

はしています。ただ、やはりうちのほうでも、

かつて届出施設のほうから認可施設のほうへ

移行というふうなことで、いろいろと相談と

か、そちらをどうですかというふうなことで

話し合った経過はあるというふうに聞いてお

ります。ただ、やっぱり届出保育施設等のほ

うでは、認可では得られないメリットも確か

にありまして、例えば保育料を自由に設定で

きるでありますとか、その園独自の保育内容

を実践できるというふうなことから、それに

生きがいを感じている施設の方もいらっしゃ

るようでございます。そういった理由から、

単に認可のほうに移行するのではなくて、届

出保育施設等というふうなことの存在意義を

見いだしながら施設を運営していっていただ

いているところが、今残っている２つという

ふうに確認している、聞いているところでご

ざいます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 私もそのように聞いて

おります。そのお金の上での経営だけじゃな

いんだと、そういうニーズがあると。全体の

保育とか幼児教育という点でも、認定こども

園なども、昔保育に欠ける、保育を必要とす

る、そういったことなしに、もうせずに、一

緒にしながら、幼稚園と保育所を一緒にして

いくみたいな状況がどんどんと出てきている

と。それにもう事実上応えているみたいな、

ただそれに対して公的支援が非常にない形だ

と、公的な方向の支援がなかなか追いついて

いかないという状況を分かっていながら、そ

こで頑張っているというところでありますか

ら、この辺は河北町の特徴として、そういう

のをちゃんと行政が引き受けて、町行政が県

とか国に働きかけもしていただきつつ、まず

当面は町で独自ででもそういう施設を支えて、
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ゼロ歳児保育を望むお母さん方、お父さん方

をしっかり支えるという、子育て支援という

のはここのゼロ歳児保育、認可外の施設など

にもちゃんと、もっとしっかり力を入れて支

援していくべきではないかと。 

   この辺町長、いろいろな子育て支援の、河

北町独自の支援なんかもしていただいている

わけですが、ここもその子育て支援のポイン

トなのではないかというのが、今回私の一般

質問の主なポイントなんですが、町長はどう

お考えですか。 

○漆山光春議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 先ほどの定住環境も含めて、や

はり人口減少が加速化している中で、やはり

仕事、暮らし、そして住環境、この暮らしの

中では、やはり若い世代というふうに考えれ

ば、子育て世帯をどう支援するか、響く行政

を展開していくかということは、本当に大事

な施策だというふうに思っております。そう

いった意味で、高校生の医療無料化、そして

子育て応援給付金の給付、そして給食費の助

成、財政運営も考慮に入れながらですけれど

も、思い切ってそこに重点的に取り組んでき

たと思っております。 

   一方、そういった給付面だけでなく、やは

り保育ニーズに沿ったきめ細かなニーズとい

うものがどういったところにあるのか、経済

的な負担軽減だけでなく、保育サービスの面

での改善すべき部分、ニーズに応える施策が

どうあるのかということについては、保育現

場の方々、そしてまた子育て世帯の方々、も

ちろん職員も含めてしっかり考えていく必要

があるかなというふうに思っております。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 次に、槙川に早期に排

水機場を設置すべきではないかと、町長から

認識は一緒だと、ただし県は排水機場は造る

ということはしてこないし、これからもその

考えはないというような町長答弁だったと思

います。 

   それで、一つはまず緊急の槙川両岸の、こ

の間と同じように雨降ったら、また同じよう

に床下浸水、床上浸水になったとならないよ

うに、管理道路に古佐川の右岸のような大型

土のうか何か積むとか、管理道路を上げると

かというのをまず緊急に、これは県にやって

いただくんでしょうね、町というよりは県の

仕事だと思うんですが、そういったことをま

ずはやってもらったらどうかと。 

   谷地工業団地のほうについては、水路を整

備して、北側のほうに水を抜いていくという

ような取組とか、あと排水ポンプ車、ポンプ

も設置して、この間訓練などでもそれを使い

ましたけれども、そういった対応はあるんで

すけれども、特に田井住宅側なんかには、そ

ういった点で全く動きが見えないということ

もあるので、まず緊急にそれは必要なんじゃ

ないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 質問事項の３点目の部

分に絡んでくるかと思います。町長答弁でも

ございましたが、今現在、管理者が県である

というふうな中で、地域の方々の声というこ

とで、要望書で排水機場の設置について強く

要望しておりますが、まだ見通しは立ってお

りません。これについては、国のほうにも同

様の課題を訴えておりますけれども、町長の

ほうの答弁であるように、国のほうは国の方

針として、支流河川のほうには財源が向けら

れないというふうな実情で、やるならば県の

ほうということが主体的になってくるという

中で、まだ見えていないというような状況で

す。 

   そうした中で、木村議員言われている切実

な地域にお住まいの方々の思いが、あそこの

管理道路の部分について、緊急対策としての
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一定程度の暫定的な手だてをしてほしいとい

うような声だと我々も思っておりますし、そ

うした思いを、町も当然ですけれども、地域

の方々と一緒になって、まずはそういった課

題をやっぱりお話しできる率直な場面という

のが必要かなと思っています。そうした中で、

町と地域の方々、あるいは促進協議会の方々

も一緒になったそういった場面設定が、まず

一番大事かなと思います。そうした中で、ど

ういったものから手をかけるべきか、そうし

たものも議論した中で、改善に向けた取組に

結びつくように、町としても頑張っていきた

いと思っています。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 当面、緊急のその管理

道路などを高くするということには分かりま

した。ぜひ、一緒に地域の場面づくりなどに

ついては、一緒にやっていければというふう

に思います。 

   それと、排水ポンプ車なんですが、ネット

でいろいろ見ましたが、やっぱり最大で60立

方メートル、１分当たりというぐらいなんで

すね。なので、それでは結局間に合わないと

思うんです。なので、やっぱり大型の排水機

場を造っていくしかないと、町もそれの必要

性は認識しているということでありますので、

ここはこれ以上どうすると質問しても、頑張

るとしかないのかなと思いますが、ぜひ声を

大きくしていくようにしていければと思いま

す。 

   ちなみに、渋川排水機場は１分当たり120

立方メートルですかね、村山新田川336立方メ

ートル、それの３倍ぐらいあります。さらに

大旦川は600立方メートルですかね、それでも

この間ちょっと能力足りないみたいになった

というようなことですが、そこまではいかな

いけれども、先ほど示していただいた水量な

んかですと、結構大きな施設が必要なのが槙

川ではないかなというふうにも思いますので、

その辺をよく認識しながら、しっかりと効果

のあるところに一緒に働きかけていけるよう

にできたらなというふうに思います。 

   以上で一般質問を終わります。 

○漆山光春議長 以上で10番木村章一議員の一般

質問を終わります。 

   ここで11時25分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１１時１０分 

     再 開  午前１１時２３分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、９番丹野貞子議員。 

   「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） ９番、一般質問を行い

ます。 

   質問事項の１は、先月５月22日日曜日、田

井地区の谷地工業団地で実施されました令和

４年度河北町水防訓練の検証についてであり

ます。 

   訓練するにはあいにくの雨降りでしたが、

水防訓練なので検証材料が増えて、気づきの

ある訓練だったのではないかと思います。悪

天候の中、関係者におかれましては本当にご

苦労さまでした、お疲れさまでした。 

   ２年前までは、ずっと田井地区の最上川の

河川敷で行われていましたが、昨年は押切地

区、そして今年は田井地区谷地工業団地で行

われ、本部を田井のふれあいセンターのとこ

ろに張っていただきまして、設置して、セレ

モニーなどはそこで行われました。参加者は、

おかげさまでぬれずに訓練を見学することが

できましたことに感謝を申し上げます。 

   訓練では、毎回水防団、非常備消防団です

けれども、きびきびとした所作はすばらしい

と思って参加しておりましたが、今年は全員

がおそろいのオレンジの雨がっぱだったので、

余計に見栄えもよく、何より団員の健康が守

られてよかったというふうに思っております。 
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   質問要旨の１ですけれども、訓練に参加し

た水防団の統一された服装や、統率の取れた

所作に感銘を受けたことであります。いつも

よりもきびきびとよく、すばらしいなという

ふうに私は感銘を受けました。町長はどうお

感じになられたのでしょうか。 

   それから、ドローンを使用して、その映像

をふれあいセンターに置かれたパソコンにリ

モートで配信を見ながら、設置された本部と

交信するということでしたけれども、このよ

うな計画をするなら、質問要旨の２ですけれ

ども、最上川下野水位観測所の水位変動に伴

う災害対策本部設置及び避難情報発令訓練に

おいて、ドローン、タブレット等による情報

収集訓練の予定だったが、雨のためほとんど

ドローンの使用はできませんでした。いろい

ろ難しいでしょうけれども、今後ですけれど

も、雨でも対応できるドローンを備えるべき

と考えますが、どうでしょうか。 

   それから、この訓練の目的でありますけれ

ども、河北町水防団の水防事業の一環として、

水害に備えた水防団員の士気の高揚を図ると

ともに、町の災害時対応、自主防災会による

避難支援行動の確認、住民の災害への備えを、

タイムライン、防災行動計画に基づいた訓練

を行うことにより、水防体制の強化と地域防

災力の向上を図ることが目的で行われたわけ

ですけれども、質問要旨の３として、コロナ

禍であり、限定された地区住民と田井地区自

主防災会、避難支援者の参加であった。また、

雨天時の訓練ではあったが、訓練目的である

水防体制の強化と地域防災力の向上を図るこ

とについては、どのような感想を持ち、今後

目的を広げていく、先ほど申し上げました目

的を広げていくために必要な取組について伺

うものであります。 

   質問事項の２は、寒河江川溝延桜づつみの

桜の開花時期の交通安全対策についてであり

ます。 

   私は、昨年の６月定例会でも同じ質問をさ

せていただきました。そして、寒河江川桜づ

つみにつきましては、今年３月の一般質問で

も、先輩、同僚議員のほうから、溝延の桜づ

つみを整備しては、とありました。町長は答

弁が、最高の景勝地であり、検討するとご答

弁されましたが、すばらしいロケーション地

として知られ、数年前から桜の開花時期にな

ると、桜づつみの堤防を走る車で混雑すると

いう事態が生じております。車で通る方も、

歩きながらその様子を見ている方も、はらは

らどきどき心配しているのです。今年も立ち

往生し、警察署員が駆けつけて交通整理をし

ている場面がありました。 

   今年は、交通安全対策として町で考えてく

ださって、看板を設置していただきましたこ

とには大変感謝を申し上げたいと思います。

まずは対策が進んだなということで喜んでは

おりますけれども、質問要旨の１としまして、

今年の４月の桜開花時に、寒河江市、河北町

連名で、堤に「桜開花時期の混雑時は事故防

止のため、この先の進路の途中から迂回して

いただくようお願いします」という、双方か

ら住吉屋方面への迂回のお願い看板が設置さ

れましたが、寒河江市と協議をしてのことだ

と思いますけれども、この寒河江市と連名看

板を設置するまでの協議の経緯についてお伺

いしたいと思います。 

   質問要旨の２について、このことについて、

効果についてどのように検証しているかとい

う、感想はどうかということをお聞きしたい

と思います。 

   私としましては、初めは守っていただけた

ように思っていましたが、だんだんどちら側

からも車が走ってきて、溝延橋付近の県道も

混雑し渋滞が起きていると、地域の方や知り

合いの方からも連絡がありました。やはりこ
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うなると、事故が起きないうちに河北町行政

としてのもう少し踏み込んだ対策が必要では

ないのかというふうに思います。 

   質問要旨の３としましては、桜開花時期の

５日間ぐらい、一方通行の規制を10時から４

時ぐらいまでして安全対策を行うということ

がいいのではないかと私は思っております。

このことについてどうかということでお尋ね

をいたします。 

   再質問を保留して、質問を終わります。お

願いいたします。 

○漆山光春議長 ９番丹野貞子議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ９番丹野貞子議員の一般質問に

お答えいたします。 

   １点目の訓練に参加した水防団の統一され

た服装や統率の取れた所作に感銘を受けたこ

とについて申し上げます。 

   消防団員、水防団員の服装につきましては、

消防団員服制基準に基づいて統一されており

ます。４月の消防演習において、服装や姿勢

の点検が実施されましたように、日頃から規

定に基づいた服装で、きちんと身なりを整え

て臨むよう訓練しているところであります。

また、消防団員の所作につきましては、消防

訓練礼式の基準に基づいて実施されており、

入団して間もない団員や階級が変わった団員

には、指導員が必要な所作を教えるなど、長

年にわたって継承されているものであります。 

   このたび、水防訓練時の服装や所作につい

て感銘を受けたとの議員のお言葉をいただき

ましたこと、消防団員にとって非常にモチベ

ーションが上がることであり、水防訓練にお

いて統監を務めた私にとっても大変うれしく

思います。 

   ２点目の、雨でも対応できるドローンを備

えるべきことについて申し上げます。 

   大雨、長雨による災害が発生した場合、ま

たは発生するおそれがある場合の避難情報の

発令につきましては、最上川等の水位観測所

や気象予報、あるいは町職員や水防団員によ

る注視すべき箇所の巡視、定点観測等により

情報を収集し、地域防災計画に定める基準に

のっとって行うことになります。ドローンは、

構造上水が入り込みやすい構造になっており、

雨天時はバッテリーのショートやモーターの

故障などのトラブルが考えられます。また、

風速が毎秒５メートル以上から操作が不安定

になりやすく、国土交通省のマニュアルでも、

毎秒５メートル以上の突風などの事態には飛

行を中止するとなっております。防水型のド

ローンも市販されてはおりますが、全天候型

というわけではありません。飛行可能区域の

制限もございます。 

   現場の現状把握の方法としては、手持ちの

ドローンを活用する方法と、その他の方法を

組み合わせてまいりたいと考えており、具体

的なドローンの災害時の使い道としては、浸

水や土砂の流入等で道路が寸断されている、

そういった箇所の向こう側の状況を確認した

り、豪雪で倒壊した建物の様子を上空から確

認したりといったケースを中心に想定してお

ります。 

   ３点目の、このたびの訓練目的である水防

体制の強化と地域防災力の向上を図ることに

ついてどのような感想を持ち、今後目的を広

げていくために必要な取組について申し上げ

ます。 

   地域住民の避難訓練を含んだ今のスタイル

での消防訓練は、昨年度に次いで２回目の実

施となりました。水防団については、当番分

団や地元分団が出動しておりますことから、

昨年度と違う団員が担当することで、底上げ

につながったと考えております。また、国土

交通省山形河川国道事務所、山形県村山総合
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支庁西村山河川砂防課、河北分署、寒河江警

察署に加えて、今年度は谷地工業団地連絡協

議会や建設クラブにも参加いただきました。

連携体制がさらに強化されたと考えておりま

す。 

   地域防災力の点では、開催地である田井地

区の皆さんに多大なるご協力をいただきまし

た。想定避難所の敷地の広さや、コロナ禍で

あることを考慮し、訓練に参加いただいた住

民は約40人でありましたが、避難行動要支援

者に対する支援訓練や、地区内全世帯への避

難の声がけ訓練を実施していただきました。

そのほかにも、地区内全世帯に非常用持出品

の準備や、川の水位や災害の危険度を知り得

るサイトの検索を呼びかけたところでござい

ます。まさに地域を挙げて、地区を挙げて訓

練に参加いただきました。本当に感謝してお

ります。 

   田井地区において開催いたしました水防訓

練後の意見交換会では、「防災意識が高くなっ

た。ふだんから災害を想定して備えることが

大事」「地区だけでこれほどの訓練は難しい。

時々こういう訓練を実施してほしい」など、

訓練の意義を述べる方がおられたほか、スム

ーズに避難行動要支援者を誘導する上での課

題、民生委員・児童委員との連携の在り方に

関するご質問、ハード事業に関するご要望な

どをいただきました。 

   今後、必要な取組ということでありますが、

このたび訓練に参加いただいた方々のご意見

等を参考にしながら、今後の訓練、実践に生

かしていくほか、特に地域防災力の向上の点

において、町内会版のタイムラインの作成、

訓練の実施、さらにマイタイムラインの作成

を引き続き呼びかける必要があると考えてお

ります。今年度から防災専門員を１名体制か

ら２名体制といたしました。計画の作成や見

直し、訓練の実施等について、今後さらに自

主防災組織との連携、そして自主防災組織の

取組を働きかけてまいりたいと考えておりま

す。 

   次に、寒河江川溝延桜づつみの桜の開花時

期の交通安全対策について申し上げます。 

   １点目の桜の開花時期に合わせた迂回看板

設置についての寒河江市との協議の経緯でご

ざいます。 

   令和３年６月定例会において、９番議員よ

り本路線の桜開花時期に合わせた一方通行規

制をすることについての一般質問をいただき

まして、開花時期の安全確保を図るため、行

政界を接する寒河江市の道路管理施設担当を

交え、一方通行規制や交通規制看板設置につ

いて、令和４年の桜の開花シーズンに向けた

協議を進めてまいりました。 

   当初、寒河江市との協議段階では、当該路

線は市道であり、生活道路であるという観点

から、開花時期の期間限定とはいえ、一方通

行規制についての調整の難しさや、一方通行

規制を前提にした場合、三泉から溝延方向に

流れる一方通行もあるのではといった声が上

がらないかという懸念など、市側の調整は大

変難しいという見解でありました。その後も

数回協議を重ねまして、本年３月中旬に、本

町のほうから一方通行の通行制限ではなく、

一方通行と迂回の協力をお願いするという形

で誘導看板を、混雑が予想される開花期間中

のみの実験として設置することを提案いたし、

寒河江市においても、短期間の中で関係部局

と地元関係者に調整を行っていただいた結果、

開花間近の時期とはなりましたが、提案にご

快諾いただいたということであります。 

   ２点目の、誘導看板設置における効果につ

いての感想でございますが、今申し上げまし

た経過を受けまして、実施は３月の年度末と

いうことになりましたが、本町で誘導看板５

つ設置いたしました。この看板の設置目的は、
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一方通行と迂回の誘導により、溝延桜づつみ

にお越しいただいた方々の安全を確保するた

めのものであり、ドライバーへご協力をお願

いしたものであります。看板の設置期間中に

目立ったトラブルはなかったものの、看板の

誘導に従っていただけない事例も散見された

ところであります。今後、この看板による誘

導がドライバーの方々へ定着することによっ

て、安全確保に大きな効果が得られると考え

ておりますので、引き続き寒河江市側と連携

して対応し、この協力依頼にご協力いただけ

るように継続していきたいと考えております。 

   ３点目、開花時期に一方通行の規制をして

安全対策を行うべきという点でございます。 

   寒河江警察署によりますと、一方通行の規

制をするためには、寒河江市、河北町の双方

で調整して、規制への理解が得られない限り

難しいと伺っております。一気に来年度から

規制することができる状況には、今年度の経

過からしても一気にはいかないと考えており

ます。したがいまして、現段階におきまして

は、先ほども申し上げましたけれども、開花

時期の安全対策という観点から、当面今シー

ズン行った寒河江市との連携による誘導、規

制ではなく誘導という形を継続しながら、誘

導内容の周知と理解、ご協力がさらに定着す

るよう、広がるよう取り組んでまいりたいと

考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○漆山光春議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

   それでは、再質問に入りたいと思います。 

   まず、水防訓練ですけれども、先ほど町長

の答弁にはありましたけれども、今まではシ

ート張り、土のう積み工法の訓練を、区長さ

んや議員で見学、体験をさせていただきまし

たけれども、今年は、昨年から地域住民と共

に臨む水防訓練の実施ということで２年目で

した。昨年は押切地区で開催していましたけ

れども、押切地区のほうでは終わってから公

民館に集まって何か勉強会などもしていたよ

うでしたけれども、今年の田井のやり方とい

うものは、どういうことを目的でああいう形

態になったのか、まずお尋ねしたいと思いま

す。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 このたびの水防訓練につ

きましては、議員からご質問がありましたと

おり、また町長答弁ございましたとおり、昨

年の押切地区での開催を終えまして、同じよ

うなスタイル、住民の方々に実際に避難訓練

をしていただくという部分では２度目の開催

となったところであります。 

   昨年実施したことに加えまして、今年度の

工夫点といいますかプラスアルファの部分と

いたしましては、地区民に避難していただい

ていることに加えまして、建設クラブの皆さ

んであったり、谷地工業団地の連絡協議会の

皆さんにご協力いただきまして、排水ポンプ

の設置訓練も同時進行で行ったという部分が

ございます。また、昨年度押切地区の場合で

すと、公民館の隣に模擬の対策本部を設けて、

そこに町長はじめ管理職全員集まって本部を

立ち上げたところでございますが、今年度は

町長、副町長と総務課の職員は現場におりま

した。一方で、教育長ほかの課長につきまし

ては、新庁舎のほうで、町議室のほうで待機、

参集いたしまして、現場の様子をモニタリン

グをしていたというふうに、分かれて訓練に

参加したという状況もございます。そういっ

た部分において、昨年度とは違う形、プラス

アルファの部分で開催できたのが、今年の訓

練であったというふうに考えております。 
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○漆山光春議長 「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） 昨年は、公民館におい

ていろいろ勉強会したようですけれども、今

年は国交省のほうですか、の方から振り返り

とかという皆さんに文章があって、その中で

いろいろと心構えですとか、災害は忘れた頃

にやってくるみたいなこともあって、とても

よかったなというふうに思います。やはり、

いろいろこう工夫をしていくと、マンネリ化

した水防訓練ではなくて、こういうふうな工

夫がなされてよかったなというふうに思って

おりまして、評価をしております。 

   次に、水防団の、先ほど服装のことを言い

ましたけれども、処遇も見直されて、令和４

年度からは手当の一部も引き上げて、予算科

目の見直しもされて報酬の個人支給も改善さ

れました。それでも消防団、水防団ですね、

515人に対して、令和３年度の団員数は473人、

今年の令和４年度は462人と減少の傾向でご

ざいます。現団員の士気を高めながら、なる

べくその少ないとか減ったとか、もっと増や

すとかということではなくて、やはり今頑張

っていらっしゃる消防団の士気を高めて、な

るべく長く活躍していくことが大事だと思い

ます。 

   その中で、服装を整えること、きちんとし

た、先ほど町長の答弁にありましたけれども、

水防団の規制に基づいてということでしたけ

れども、今までは普通の訓練のときは訓練服

がありましたけれども、雨のときなどは、二、

三年前ですか、このオレンジの雨がっぱを導

入したのは。それまでは、町長とかは透明の

雨がっぱを着て、みんなは、その消防団の人

はぬれながら話を聞いているというふうなス

タイルだったんですけれども、随分大きく改

善されまして、今年はすごくよかったなとい

うふうに、いろいろと改善をされて、消防団

の方々にもそういうふうな寒い思いをさせず、

きちっとそろった中で訓練をしていただいた

ということは、すごく改善されているなとい

うふうに思っております。 

   私は、15年前に消防隊だったんですね。知

っている方も知らない方もいると思うんです

けれども、15年前に河北町が、全国女性消防

操法大会の山形県の中の当番に当たったんで

すね。そのときに、女性隊が全然入ってこな

くて、頑張って集めて、集められた中に私が

いました。それは、全国の消防訓練というの

があって、横浜の消防学校が会場で、全国47

都道府県の代表の山形県として、河北町の女

性隊が、12人だったんですけれども、行って

まいりました、参加してきたんですね。その

ときに、所作といいますか、訓練は男性隊員

とは違うんですけれども、気をつけとか休め

とか回れ右とか、ああいうふうなことをきち

んと訓練を受けました。半年間、女性隊員は

夜な夜な、消防の方とか、消防署の方とか消

防団の方からして、私たちも受けて、やはり

その所作の、辞めてもう忘れましたけれども、

そのぴしっとしたその見方ですね、その走り

方とか、そういうふうな所作というもののい

い悪いは、私も分かるくらいに訓練をしても

らいました。自分はできないけれども、いい

な、悪いなとか、マルというのは分かります。

その中でやはり、そういう目で見ますと、今

年の訓練はきちっとそろえられた服装の中で、

ぴしっとしたその所作と統率がなされていた

なというふうに思って、元消防隊員としては

非常にそういうふうな思い入れもありまして、

よかったなということで、今回消防団の方に

そういうふうな人、見ている人もいるという

ことを、この議場でお話をさせていただいて、

町長のほうからお伝えいただければいいなと

いうふうに思っております。 

   そのときに、女性隊は、やはり全国に行く

ので予算を特別に取っていただいて、きちっ
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と防具をそろえてもらったんですね、雨具と

か。それを、私が隊員のときには、雨の服の

訓練でも、オレンジの上下の雨がっぱといい

ますか、きちんとした装いで女性隊は10人は

参加したんですけれども、そのとき男性には

なかったんですね。そうすると、男性の隊員

から、女性だけいいなとか、ずるいなとか言

われて、私は一般質問で何回かしました。私

と、その質問を聞いていた議員で、少し記憶

にある方はいると思いますけれども、その男

性隊員にも雨がっぱをとか、防寒着をとか、

いろいろと訴えてきましたけれども、そのと

きの田宮町長のときには実現になりませんで

したけれども、やはり言い続けていると、世

の中の流れもありますけれども、やっぱり10

年ぐらいかかるんだなと、何でも10年は、そ

の実現になるには10年かかるんだなと思って、

議員もやっぱり言い続けて、その政策が10年

にならないとならないということで、これか

らもいろいろ言い続けていこうとは思うんで

すけれども、一つずつ10年前のことが実現さ

れてよかったなということで喜んでおります

けれども、この消防団員の装備について、今

年の補正予算に、今回の補正にもあるようで

すけれども、今の団員のその装備については

どのような状況になっているのかということ

をお聞きしたいと思います。足りない部分が

あるのかということでお聞きしたいと思いま

す。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 消防団員の装備というこ

とでございますが、近年主立ったものという

ことでまとめてご紹介したいと思います。今

議員からお取り上げいただきました雨がっぱ

につきまして、こちらは平成29年度から３年

間にわたりまして、令和元年度にかけまして

全ての消防団に行き渡る状態になっておりま

す。実際に行き渡っている様を、このたびの

水防訓練でご覧いただいたということでござ

います。ほかには、例えば編み上げの長靴、

消防団員が履きますけれども、これにつきま

しては令和２年度に団員分一斉に更新をして

いるというところでございます。また、防火

衣につきましては、令和元年度、令和２年度、

２年間にまたがりまして合計35セットを用意

しています。また、このほかに、補正予算の

ことも今議員の方からおっしゃっていただき

ましたけれども、コミュニティー助成事業を

活用した部分といたしましては、平成29年度

に防寒衣を、町単独で購入した部分と含めま

して72着、平成31年度にウオータージャケッ

ト25着、昨年度令和３年度はライフジャケッ

ト、救命胴衣63着ということで、近年用意を

させていただいております。 

   消防団、こういう装備類の購入に関しまし

ては、もちろん基準に基づいてというところ

でございますが、団のほうとその意向を確認

させていただきまして、購入計画ということ

で進めております。今後とも、何が必要なの

か、どれぐらい必要なのかという部分につい

ては、団と協議、相談しながら決めてまいり

たいというところでございます。 

○漆山光春議長 議長から申し上げます。 

   ９番丹野貞子議員の一般質問の途中ですが、

ここで昼食のため午後１時まで休憩します。 

     休 憩  午前１１時５３分 

     再 開  午後 １時００分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   なお、午後から１番岡田桂司議員が退席と

なります。 

   一般質問を続けます。 

   「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） それでは、再質問を続

けさせていただきます。 

   水防訓練の検証についてですけれども、消

防団、水防団の士気を高めるためのことです
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けれども、やはり研修などが、その士気を高

めるための一つのものになると思うんですけ

れども、今後水防団、消防団の研修など、１

泊研修など計画があるのか。やはり、皆さん

で勉強してくると、私たち議会もそうですけ

れども、研修をすることによって資質も上が

りますし、士気も高まりますので、そういう

ふうな研修が必要と考えますが、そういうふ

うな計画があるのかお聞きしたいと思います。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 消防団員の士気を高める

ような研修、こういったものを企画している

のかどうかというご質問でございます。 

   今年度予定しているものとしまして、研修

というくくりで申し上げますと、例年行って

おります消防学校におきまして幹部職員向け

の研修というものが行われまして、例年数名

の団員を派遣しているという現状がございま

す。また、今年度につきましては、石巻市を

訪問いたしまして、現地の消防団員と情報交

換、意見交換をするという場面が予定されて

おります。 

   ただ、議員おっしゃるような士気を高める

研修という部分でいきますと、ややちょっと

趣旨が違うのかなと思うところでもございま

す。そういった意味では、２月頃なんですけ

れども、部長、班長を対象にしまして分署長

によります講話というものがございます。こ

ういった、言わば専門職による講話を通しま

して、受講した団員たちの士気を高めるよう

な講話をしていただくと、このような企画は

できるのかなというふうに考えているところ

でございます。 

○漆山光春議長 「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） ありがとうございます。 

   消防学校とか石巻市は分かりましたけれど

も、その２月に予定されている部長、班長の

研修というのは本当に大事だと思いますし、

コロナもどのようになっているかは分からな

いのですが、やはりその後の懇親会などでコ

ミュニケーションを取るのは非常に大切なこ

とだと思いますけれども、そのようなことも

ぜひ計画に入れて、盛り込んでやっていただ

きたいというふうに思います。 

   次、ドローンについてなんですけれども、

その河北町の今回は、ドローンというのを調

べてみますと、やっぱり水に弱いといいます

か、なかなかネットなんかで調べてみても、

全天候型有線ドローンとか、そのパークとか

いうやつで、日本で唯一のドローンで、７日

間連続の飛行が可能で、米軍も採用したなん

ていう、まだ貴重な、そういうふうな全天候

型ドローン、防水ドローンなんていうのは、

まだ開発途上のようでございまして、なかな

かその雨の日は飛ばすことができないという

のが今の常識のようですけれども、河北町で

このドローンを購入した目的、それからその

操作の資格とか、今河北町でドローンを購入

して、その操作などの状況はどうなっている

のかお聞きしたいと思います。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 本町が所有しております

ドローンにつきましては、もともと２款の広

報費のほうで購入させていただきましたドロ

ーンでございます。実際に令和３年３月定例

会の予算審査特別委員会の中で、たしか２名

ぐらいの議員さん方と当時の担当課長とでや

り取りをさせていただいたと記憶しておりま

すが、目的としては広報活動のバージョンア

ップと、それが目的だというふうに当時申し

上げていたと考えます。 

   そのやり取りの中で、その他の有効活用と

して、例えば災害対応のときにも使えるので

はないかというふうなことで当時から申し上

げておりまして、それを受けてというわけで

はありませんが、昨年度の押切での１回目の
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水防訓練のときにもドローンを飛ばしました。

今回も飛ばすことを企画していたという経過

がございます。 

   その後の操作資格ということでございます

が、資格については不要でございます。機器

によって、16歳以下の方の使用を前提として

おりませんなど注意書きはあるようでござい

ますが、資格は要るかとなりますと、不要と

いうことでございます。 

○漆山光春議長 「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） 資格は要らないという

ことですけれども、何か１回は、練習一、二

回、練習はしないといけないものでしょうし、

その広報で使用しているというのは、それこ

そ先ほどの桜づつみなんかの写真を撮って、

河北町の広報の、インターネットなんかでも

拝見しまして、とてもすばらしいものだなと

いうふうに思ってはおりますけれども、今回

その訓練にドローンを使ってということで、

雨降りでなかったらば、そのドローンの活用

もよく見えてよかったんだろうなというふう

に思いますけれども、今回は、あるから、ド

ローンで晴れたら使ってみようかという練習

といいますか試みだったということで理解し

ていいのでしょうか。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 今回の訓練につきまして

は、当日ああいう雨降りでしたのでドローン

は飛ばせませんでしたが、町長答弁にもござ

いますように、晴れた条件下でしたら災害対

応として十分に使える機械でございますので、

そのための操作訓練を兼ねていたということ

でございます。現に、今回は当日は雨で飛ば

せませんでしたけれども、事前にテスト飛行

をさせていただきまして、２日前でしたか、

テスト飛行をさせていただきました。その際

には、もちろん晴れておりましたので、槙川

周辺の映像などを、庁舎の中におりましても

タブレットで確認できるということをきちん

と検証済みでございます。また、併せてオペ

レーターといいますか、ドローンを操作でき

る職員の数もこのたびの訓練で増やすことが

できましたので、当日は残念でしたが、企画

した成果は十分にあったというふうな自負を

持っております。 

   先ほど、ちょっと補足させていただきたい

のですが、操作資格の部分で、不要というふ

うに申し上げましたが、今現在私ども町で所

有しているドローンについては資格不要とい

うことで、産業用ドローンなど、その規模・

規格によっては必要なものもあるようでござ

います。 

○漆山光春議長 「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） 河北町で購入したドロ

ーンは資格はないということで、ドローンあ

るだけでも、いろいろと災害の後飛ばして災

害地を見たりとか、非常に使い勝手はあると

思いますので、そのように使っていただきた

いと思いますし、また安く、開発が進んで、

その全天候型ドローンなどが買えるようにな

れば、それはそのときまた購入していただけ

ればいいのかというふうに思います。 

   それから、令和４年度の課題として、地域

防災計画の見直しが計画されているわけです

けれども、令和２年度の水害を受けて、田井

地区は特にたくさんの家屋に水が上がったわ

けですけれども、避難所の在り方や迅速な避

難所開設・運営のための訓練実施など、先ほ

どの町長の答弁にもありましたとおり、もっ

とやってほしいとか、意識が高くなったとか、

地域だけでは難しい訓練などのご意見が寄せ

られたというふうに答弁いただきましたけれ

ども、先ほどの10番議員の槙川排水機場とい

うものが、先ほどの答弁からいくと望みはな

いというふうになると、やはりその槙川、令

和２年度ぐらいの雨が上がってしまうと、ま
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だ最上川の堤防の築堤もならないわけですか

ら、条件が同じということになりますので、

槙川は掘削しましたけれども、やはり田井地

区の人にとっては、この前と同じような感じ

になるということが想定されます。となると、

やはり一番、今回の訓練もそうですし、その

被害の反省をして、車を早めに、大事なもの

を寄せるとか、どこかに片づけるとか、そう

いうふうなことを訓練、検証、それから令和

２年度の災害を受けてやっていかなくてはい

けないというふうに思うんですけれども、そ

ういうふうなことも踏まえて、田井地区とか

押切などは、押切はあれですけれども、田井

地区のは特に重要だと思うんですが、どのよ

うに考えているのかお伺いします。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 このたび水防訓練におき

ましては、田井地区で行わせていただきまし

た。田井地区につきましては、ふだんおよそ

160世帯の方々、人数にして500人ぐらいの

方々がお住まいの地域だというふうに認識し

ております。現に、令和２年７月の豪雨災害

の際には、全町で140世帯に何らかの被害を受

けたご家庭、家屋があったわけですけれども、

田井地区におきましてはそのうち64世帯が被

害を受けられたというふうな記録であります。 

   あの災害以来、あの災害のときにもお話を

伺いますと、まさかあんな水が出てくるとは

思わなかったということで、皆さんすごく慌

てたんだというふうな話を、今回の訓練の説

明会や反省会の中でもいろいろとお話を伺う

ことができました。 

   槙川の排水機場のお話をいただきましたけ

れども、間もなく出水期を迎えますが、もち

ろん田井地区に限らず、我々としては全町を

ひとしく見なくてはいけない立場であります

けれども、あの災害クラス、あるいはそれ以

上の大雨、長雨が来たとしても、あのときの

教訓を生かして、今回はきちんと避難誘導な

どできたねと言っていただけるように心がけ

ていかなければならないという思いを新たに

しています。 

   出していただいた地域防災計画につきまし

ても、今年度ほぼ１年かけて策定してまいり

ますが、いろんな法律改正を基にした見直し

でもありますけれども、令和２年４月の豪雨

災害で得た教訓も、その計画策定の中にはし

っかり反映していくという心積もりでおりま

す。 

○漆山光春議長 「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） ありがとうございます。 

   本当に記憶に新しくて、お家などもやっと

直して、今安心して住んでいるところですけ

れども、またこれからサクランボが終わりま

すと、また災害などが心配されますので、ぜ

ひそういうふうなところには気を配っていた

だいて、いろいろな連絡網などもしっかりと

駆使してやっていただきたいというふうに思

います。 

   あとは、次に溝延の桜づつみについてです

けれども、先ほどの町長の答弁で、いろいろ

と寒河江市さんとの協議というのが難しかっ

たと。私も、何か寒河江市の方と親しい方と

お話をすると、あそこの桜づつみは寒河江市

の分じゃないのなんて、あそこ河北町じゃな

くて寒河江市にもずっと続いている桜づつみ

じゃないのなんて言って、思っている方もい

らして、あまり興味がないというか、そうい

うふうなことにあまりなかったんですけれど

も、やはりその近くの近辺の方々は、危ない

ねというふうなことは思っていたようで、い

ろいろと何回もお話をしていただいた中で、

看板を立てるところまで、５か所いったのは

すばらしいなと思います。 

   ただ、大変申し訳ないんですが、看板が小

さかったのではないのかなと。もう少しちょ
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っと、何だろうなっていう感じで思っている

んですけれども、もう少し看板を目立つとか

そういうふうな工夫が必要なのではないかと

思うんですが、これについていかがでしょう

か。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 桜は日本人にとって、

非常に古来より最も身近な存在だというよう

な形で、かつ河北町においては、そうした中

で溝延の地区、桜づつみについて、非常に町

の名所となるような形で、まちづくりにも大

きく貢献しているものと感じております。 

   そうした中で、寒河江市さんともかなり時

間をかけた中で進んだわけですけれども、な

かなか規制というふうなことでは、なかなか

生活道路にあるというふうな寒河江市側の立

場も、こちらのほうもよく分かるし、そうし

た中で、混雑時には非常に安全確保が難しい

ということから、今回社会実験というふうな

形で誘導看板を設置させていただきました。 

   なかなかその誘導看板を設置するまで、設

置するというふうなことで調整に時間がかか

った関係もあるんですけれども、開花時期に

合わせるになかなか、出来合いのしっかりと

したものの看板になかなか調整する期間もな

く、今回は町のほうで手作りで看板設置に至

ったわけです。10日間ぐらい設置させていた

だきましたけれども、その間、先ほどのよう

な課題で、まだまだ周知をもう少し徹底しつ

つ、もう少し継続した取組を、実験を繰り返

す必要があるだろうというふうに考えており

ます。 

   看板については、そうした撤去後に、寒河

江市さんのほうの担当部局とも我々のほうで

お話をさせていただきまして、今回は手作り

であったんですけれども、来年からはしっか

りとした出来合いの看板を、双方で費用を持

ち出しながら、もっとドライバーに分かりや

すいような形で適所に看板設置を進めようと

いうふうな協議も進んでいるところですので、

そうした形で来年度取り組もうということで

考えています。 

○漆山光春議長 「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） 本当に、非常にご苦労

をかけて、ありがとうございます。双方の市

と町の合意に行くまでも大変だったわけです。

それで、急いで看板を、手作りでも本当に作

っていただいて、よかったなと、進んだなと

いうふうに、交通安全対策ですね、思います。 

   また、先ほども申したように、３月定例会

の中で、同僚議員のほうから桜づつみを整備

したらどうかということで、町長もいろいろ

検討するということで、もしそういうふうな、

もし桜づつみがもっと整備していけば、ます

ます有名になって、桜の開花時期でないとき

も、あそこは車が通るようになるかもしれな

いというところを見ると、やはりそういうふ

うな桜の開花しているときに、私としては規

制かけたほうがいいかと思いますけれども、

そこまでしないで、きちんとした看板を立て

て、皆さんの中で交通安全対策を守る、守れ

るというのであれば、それはそれで大変結構

な話です。なので、これからまだ今年始まっ

たばかりですので、今課長の答弁にあったよ

うに、ちゃんとしたもっと大きい目立つ看板

をして、その対策に臨みたいというお答えを

聞きましたので、それであればそれでいいな

というふうに思っていて、とにかくそういう

ふうな安全対策を、町のほうでも関心を持っ

ていただいて、こういうふうな動いていただ

いたということには感謝を申し上げて、質問

を終わりたいと思います。 

   ありがとうございました。 

○漆山光春議長 以上で９番丹野貞子議員の一般

質問を終わります。 

   ここで１時25分まで休憩とします。 
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     休 憩  午後１時１７分 

     再 開  午後１時２１分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、６番東海林信弘議員の一般質問を行

います。 

   「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） それでは一般質問を

させていただきます。 

   質問事項の１は、農福連携による就労拡大

と農業分野の労力確保、障がい者就労施設へ

の支援についてお伺いします。 

   県は、農繁期の担い手確保と障がい者の自

立支援を目指し、農業と福祉の連携を進めよ

うと、県農福連携プロジェクトチームが立ち

上げられ、県内各地で現地視察を実施しなが

ら事業の可能性を探り、農業、福祉双方の理

解を深めているようです。 

   農業分野では、繁忙期の労働力不足や障が

い者などの受入れに関するノウハウがないと

いった課題や、福祉分野においては、障がい

者の工賃の低さ、雇用・就労の場が少ないこ

とが挙げられています。農福連携は、全国各

地で取組が進んでおり、農業、福祉双方の課

題解決を図らなければなりません。 

   以前、農福連携の先進地である北海道芽室

町の九神ファームめむろを視察させていただ

きました。就労継続支援Ａ型の事業所と農業

法人として設立された施設で、十勝の農産物

を活用した障がい者の雇用確保を目的とした

施設になっていました。 

   業務内容は、農業と自社生産物を活用した

食品加工の二本柱。地権者より３ヘクタール

の農地を借り受け、メークイン、インカのめ

ざめなどのジャガイモ栽培、また小豆などを

収穫していました。ジャガイモであれば、自

社工場で皮むきからカット、袋詰め、真空パ

ック、スチーム加熱を行った上で、出資企業

などへほぼ全量を販売していました。また、

町内には「ばぁばのお昼ごはん」という店名

で食堂の運営もしており、大変印象的でした。 

   県の農福連携推進センターとの連携の下、

農業に取り組める障がいのある人、障がい者

就労施設などを増やし、就労拡大と農業分野

の労働力確保に努めると明記されています。 

   町の８次総合でも、担い手・新規就農者の

育成の中には、基本的施策の一つとして、障

がい者などの就労や生きがいの場を生み出す

だけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業

分野においても、新たな働き手の確保につな

がる農福連携について推進するとあります。

農業分野の労働力確保と障がい者の自立支援

を目指し、農業と福祉の連携を進める共生社

会をつくり上げていく必要があると考えると

ころです。 

   そこで、質問要旨の１は、農福連携につい

て、町としての認識と取組状況をお伺いいた

します。 

   令和３年３月、町では第５次河北町障がい

者計画が策定されました。その中には、福祉

的就労の促進として、障がいのある人が住み

慣れた地域で就労移行支援、就労継続支援な

どの福祉的就労ができるような場の確保に努

め、障がい者就労施設への支援としては、障

がいのある人の経済的な自立を促すため、障

害者優先調達推進法に基づき、障がい者就労

施設へ積極的に物品や業務の発注を図るとさ

れています。 

   そこで、質問要旨の２つ目は、障害者優先

調達推進法に基づいた障がい者就労施設へ積

極的に物品や業務の発注を図るとされていま

す。町の対応状況などをお伺いいたします。 

   以上、再質問を留保し、一般質問を終わり

ます 

○漆山光春議長 ６番東海林信弘議員の一般質問

に対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 
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○森谷俊雄町長 ６番東海林信弘議員の一般質問

にお答えいたします。 

   農福連携による就労拡大と農業分野の労働

力確保、障がい者就労施設への支援について

お答えいたします。 

   まず、１点目の、農福連携についての町と

しての認識と取組状況について申し上げます。 

   農福連携につきましては、農業と福祉それ

ぞれの課題解決、具体的には、農業分野では

労働力不足や荒廃農地の解消など、福祉分野

では障がい者等の就労先の確保や工賃引上げ

等が図られ、農業生産における障がい者等の

活躍の場の拡大、農産物等の付加価値の向上、

農業を通した障がい者の自立支援等によって、

農業経営の発展、障がい者の社会参画と地域

共生社会の実現が図られると認識しておりま

す。 

   本町における農福連携の状況としましては、

令和元年に設置された県の農福連携推進員が

障がい者施設を回り、取組依頼や農家の紹介

がなされ、令和２年４月から農福連携の取組

が始まっております。現在、就労継続支援Ｂ

型事業所の「ひだまりの家かほく」と「のど

か」が取り組んでおりまして、就労の機会を

通して生産活動の知識や能力の向上を図りな

がら、業務請負関係の下、施設外就労を行っ

ております。 

   ひだまりの家かほくにおいては、施設内で

行う作業では、以前からサクランボの箱作り、

乾燥豆の袋詰めやベニバナの種の袋詰めを行

っておりました。また、令和２年４月からの

農福連携として、ひだまりの家かほくとのど

かにおける具体的な取組といたしまして、剪

定後の枝集め、稲箱運搬・洗浄、草取り、も

み殻袋詰めなどを行っております。 

   また、障がい者にとって、身体面や精神面

において、長い時間従事することが困難な方

も多いため、午前と午後で人を交代しながら

従事しております。作業には、利用者だけで

なく、監督者として職員も同行し、利用者の

体調を確認しながら作業時間を短くするなど

の調整を行い、一緒に作業を行っております。 

   県が主催した農福連携プロジェクト村山地

域部会、現地視察研修会・交流会に農業経営

体が参加したことで作業請負につながったこ

とから、農家の方にも情報提供を行いながら、

積極的に参加していただけるよう呼びかけて

まいりたいと考えております。 

   今後推進していく上での課題といたしまし

ては、農業経営体の障がい者雇用に対する理

解、また、農業分野ではどのような作業に労

働力が必要なのか、福祉分野では、障がいの

程度に応じてどのような作業が可能なのかを

すり合わせする必要があると考えます。そし

て、労働力と作業量のマッチングが重要とな

ってまいりますので、県で設置しているマッ

チングの仕組みの機能を持った山形県農福連

携推進センターと連携を図りながら、農福連

携を進めていく必要があると考えております。 

   ２点目の、障がい者就労施設への物品や業

務の発注を図ることについて、町としての対

応状況について申し上げます。 

   障害者優先調達推進法により、毎年河北町

障がい者就労施設等からの物品等調達方針を

策定し、物品や役務の調達を行っております。

物品等調達方針では、調達の対象となる施設

等を、県内にある就労継続事業所、生活介護

事業所、小規模作業所や障がい者を多く雇用

している事業所などと定め、対象品目として

事務用品、食品、農作物類などの物品や清掃・

施設管理、軽作業などの役務を対象として調

達の推進を図ることとしております。 

   例といたしまして、各小学校で就労施設か

ら購入した花の利用、消毒用アルコールなど

の消耗品の購入、またクリーニングやモップ

洗いといったサービスや、広報誌の封入、ベ
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ニバナの種の袋詰めなどの作業を依頼してお

ります。 

   調達目標につきましては、前年度の調達実

績額を上回る額としており、引き続き調達方

針で定めている調達実績が着実に増加するよ

う努めてまいります。 

   以上、お答え申し上げます 

○漆山光春議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） 再質問させていただ

きます。 

   まず、一般就労が困難な障がい者の方が利

用する就労継続支援Ｂ型の事業所を利用して、

地域で自立した生活を送るために、障がい者

の方の工賃を向上させることが本当に重要で

あって、私も認識しているところです。ただ、

農業従事者の減少や高齢化する中で、農業と

福祉が連携して、農業分野における障がい者

の方の活動を支援していくということは、本

当に農福連携の取組として一番重要視されて

いることで、全国で取組が展開されておりま

す。 

   そこで質問させていただきたいのは、施設

外での作業や施設内での作業など把握してい

るんですが、町としてどう関わっているのか。

先ほどの町長の答弁では、県の農福連携推進

員の方が障がいの施設を回って、そういった

支援、要は就労の支援、こういった仕事をど

うですかとか、そういった形でお聞きして、

そのマッチングした農家の方と福祉施設の方

が会ったときに初めて仕事が成立して、いた

だくという話なんですが、それはあくまでも

県の農業推進員の方のあっせん、支援で達成

しているわけで、町としての取組としてはど

ういったことをやっているのか、再度お伺い

します。 

○漆山光春議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 農

業分野といたしましては、先ほどありました

ように、プロジェクトチームさんのほうで主

催する研修会、こういったものを通して農業

の経営体の方にご案内をさせていただいてい

るというのが、今のところ農業分野のほうで

は現状でございます。 

○漆山光春議長 「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） 実際に県の職員、県

の農福連携推進員の方がそういった支援、そ

の仕事、それを持ってきて、その施設に行っ

て、実際には作業していただいている。また、

その施設の方にお伺いすれば、その同じ施設、

要は今のどかさん、ひだまりさんありますけ

れども、そののどかさんのほうからいただい

たりとか、いろいろしているはずです。 

   町では、そういった支援、その就労の場所、

就労のその仕事、作業、そういったことを支

援していないということでよろしいんですか。 

○漆山光春議長 暫時休憩します。 

     休 憩  午後１時３５分 

     再 開  午後１時３６分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 先ほどお話の中でありま

した、Ｂ型のほうのひだまりさんのほうで、

具体的にどういった仕事が行えるかというふ

うなことを福祉分野のほうでは捉えておりま

して、それは例えば受託作業として、何か部

品の一つの袋に詰める作業、あとプラスチッ

クに金属を機械を使って埋め込む作業等々い

ろいろずっと、あと縫製のほうの中身であり

ますとか、あとは清掃の内容でありますとか、

あとは農作業、その中に農作業というふうな

ものがありまして、そういった分野について

どういった仕事ができるのかというふうなこ

とを、Ｂ型のほうの施設のほうから確認をい

たしまして、それを紹介しているところでご
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ざいます。 

○漆山光春議長 「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） やっている作業は把

握している、ただその作業を支援するのが、

行政も含めて農福連携のあるべき姿だとは思

うんですが、ただ県の事業で、末端の各市町

村に下りてきている、きていないは分からな

いんですが、そういった形で２年前ぐらいか

らもう、今コロナ禍だからどうのこうのと言

われたくはないんですが、２年、３年ぐらい

前ですかね、立ち上がったのは。なかなか町

としてはそういった情報も提供されていない

し、なかなかホームページを見ても載ってい

ない。ただ、施設の人から聞けば、「町でして

いないというわけではないんですけれどね」

という、こう濁しているんですが、どうもそ

のはっきりした回答が得られていない。要は、

その施設に行ってお伺いすると、やっぱりそ

ういった関係者、または寒河江市、寒河江市

さんの農家の方からサクランボの箱を折った

りとかと、あとは苗箱洗い、やっぱりそうい

うのはあります。その苗箱洗いは河北町のあ

る農家さんです。いろいろあります、その話

をお伺いしています。 

   ただ、県のプロジェクトチームでやってい

る事業で、各市町村に多分落ちてはきている

んですが、その本気度があるのかないのか、

それをお伺いしたいと思います。 

○漆山光春議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 ま

ず、まだ正直言いまして、農福連携という言

葉が農家さん自体にあまりご理解いただけな

いところも正直あるのかなと思っています。

したがいまして、こういった県のプロジェク

トチームが開催するような機会を捉えて、ぜ

ひそちらのほうに行っていただいて、まず農

福連携、こういうことをしているんだと、こ

ういう作業もやれるんだというところを知っ

ていただくというところが、農林分野として

は一番かなというふうに考えてございます。 

○漆山光春議長 「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） していないという大

変失礼な言い方して、大変申し訳ございませ

んが、なかなか書面として、ホームページと

して、各常任委員会として全然報告も何もな

い、そういった状態が続いていましたので、

ちょっとあえて、私も知識不足ですが質問さ

せていただいています。 

   やっぱり、今課長おっしゃられたように、

農家さんとのマッチングが本当に非常に大切

だということと、あとその施設に通所されて

いる方の能力、そういった方の能力もいろい

ろ様々あります。得意な分野の判断力がすご

く高い人とか、障がいの度合いによってはち

ょっと違うのかもしれませんが、ただ力がな

いからもうできないとか、あとははさみの使

い方が分からないとか、いろいろいると思い

ます。そんな中で、その作業と施設の方との、

その作業する方とのマッチング、やっぱり大

切だと思いますので、ぜひそういった機会が

あれば、どしどし参画していっていただいて、

仕事をどしどしいただいたとしてもキャパが

ありますので、なかなかそれが全部100％就労

できるかどうかは分かりませんけれども、ぜ

ひご協力していただければ、行政の力も借り

て、そういった形の自立できるような支援を

していただきたいと思います。 

   やっぱり、その就労支援ということで、そ

の方も行く行くはやっぱり自立して生活して

いかなければいけないので、工賃面とかもい

ろいろ多分ＡとＢでも違いますので、その辺

も、Ｂの施設のその作業賃金でもう半分ぐら

い、最低賃金の半分以下ぐらい、大体半分ぐ

らいですか、そういった形ですので、それで

本当に私たちが今それで生活できるかといっ

たらできないので、やっぱり町長答弁にもあ
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りましたけれども、共生社会を絶対築いてい

かなければいけないということなので、ぜひ

ちょっと肝を据えてやっていただきたい事業

だと思います。 

   そこでまた、農福連携について課題がある

んです。それは２年前、令和３年度に、その

施設外就労したときの加算、要は１人当たり

1,000円という手当がなくなったんです。それ

は国のあれかもしれませんが、1,000円の加算

がなくなったおかげで、その随行していく職

員を雇えないという問題が発生しています。

何か農福連携でそんなことやってということ

も、私もちょっと思ったんですが、そういっ

たことが課題として今浮き彫りになっていま

す。じゃあ、そこで何か支援を町でできない

のか、そういったことも本当は私はここでお

願いしたい。どう思いますか。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 加算の分が途中でなくな

ったというふうなことは、こちらでも承知し

ておるところでございます。それに関しまし

ては、実情を見据えて呼びかけるとともに、

場合によっては町でどうにかできないかとか

も含めまして検討させていただきたいと思い

ます。 

○漆山光春議長 「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） 実情というのは、や

っぱりそれが実情なので、1,000円加算がない

ために支援員は雇えない、ましてや相談員と

いう方はおられるんですが、その相談だって

電話で応対したりとかいろいろな業務を持っ

ているんです。その相談員の方が随行してい

って、それが終わってからその相談員の仕事

をしたりとか、すごく窮屈な勤務になってい

るんです。そういったことも踏まえて、その

支援員を配置するとか、その処遇を改善する

とかなんとかかんとか、いろいろありますよ

ね、今ね、保育士の処遇改善とか。そういっ

た形での河北町の、福祉の町というぐらいで

すから、ぜひご協力いただければと思います。

いかがですか、町長。 

○漆山光春議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 私も、施設には何度かお邪魔し

ながら、作業の状況とか、あるいはスタッフ

の方々のお話なんかも伺っているわけですけ

れども、現状についての今取組状況を教えて

いただいているというような状況で、様々な

課題があるとは思いますけれども、突っ込ん

だ形でのちょっと意見交換というまでは至っ

ていないなと、今質疑の中で感じております。 

   そういった中で、今後ともやはり農業、あ

と障がい者の社会参画、収入確保、そういっ

たところで、本当に共生社会ということでは

大事なテーマだと思います。そういった意味

で、さらに関係者の率直な実態も伺いながら、

町としてどういった形で支援していくか、そ

ういったものを考えていきたいというふうに

思っています。 

   また、農福連携ということで言えば、やは

り農業者側、農家の、冒頭の答弁のほうでも

申し上げましたけれども、高齢化が進んでい

たり、なかなかやはり農業というとハードな

作業もございます。そういった意味で、農業

としても助かる、そして障がい者としても十

分参画できる、そういったそこのマッチング

について、やはり農家の方々の意識、あるい

は理解というものをマッチングの中で進めて

いく、理解を深めていくというところもあり

ますけれども、例えばですけれども、町とし

ても積極的に取り組んでいる、積極的にとい

いますか、町としての事業としても取り組ん

でいる、例えばベニバナの栽培の振興、そう

いった方で、法人の方々に、これもご苦労い

ただきながらベニバナ生産の振興に取り組ん

でいただいているわけでございますけれども、

そういったところで、障がい者の方々と共に、
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例えばベニバナ振興にも取り組める可能性が

あるのか、そういった意識も持ちながら、町

としての取り組んでいる事業も通して、そう

いったアプローチもできるのか、そういった

こともちょっと私の中で、課題意識として持

たせていただいているところであります。 

○漆山光春議長 「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） はっきりした回答は

いただけなかったような気がするんですけれ

ども、支援をよろしくお願いします。 

   今河北町、町では農商工観光連携にすごく

力を入れているんですが、福をなぜ入れなか

ったのか。やっぱりそういった福を入れるこ

とによって、農福連携にもつながりますし、

ましてやその話に聞くと、イタリア野菜研究

会がかほくらし社に吸収されたような話もあ

りますし、そういった観点からいくと、イタ

リア野菜の袋詰めとか必然的に出てくるわけ

です。そういったことも考えて、やっぱり物

事を運んでいかないと、何か私としては、そ

の福祉が抜けた部分で何か寂しい気がします。 

   その身体に障がいがある方というのは、本

当に今から１人で自立していかなければとい

うこともあります。その人たちもすごく高い

能力を持っている方と、ちょっと持っていな

い方もいらっしゃいますけれども、そういっ

た方もやっぱり自立して生活していくような

支援がないと、やっぱりこの河北町は廃れて

いくのかなと思います。ただ高齢者、介護、

あと子育て支援、いやいや補助金、そういう

ものばかりではなく、華やかなところばかり

ではなく、障がいの子が華やかでないという

ことではないんですが、そういったことに目

を向けていただいて、もっとどしどし施策な

りを打っていただければと思います。 

   それでは、農福連携のその支援のほうは終

わりまして、２つ目の要旨に移りたいと思い

ます。 

   町長答弁の中でも物品調達法、要はこれも

就労継続支援施設に関係のあることですけれ

ども、お祭りの花ですとか、そういったこと

でやっているという話は聞いています。物品

調達法ということで法律が施行されて、毎回、

毎年、毎年度、政策方針を決定しなければい

けないということが法律で決まっています。

河北町のホームページを見てみると、いつか

らでしたか、平成30年度には策定はされてい

るような、ホームページで掲載されていまし

た。 

   実際お聞きしたいのは、その以降、元年、

２年、３年、４年、方策、方針は決まってい

るのか。あとは、なぜホームページに掲載さ

れていないのかお伺いします。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 毎年度、国等による障害

者勤労施設等からの物品の調達の推進等に関

する法律、それに基づきまして、町の障がい

者就労施設等からの物品調達方針というふう

なものを策定するというふうなことになって

おりますので、毎年、その言われた年度につ

いては漏れなく策定はしておるのですが、ホ

ームページ上にはちょっとなかった時期があ

りました。 

○漆山光春議長 「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） 毎年度策定している

ということで安心しました。ホームページに

掲載し忘れたということも了解しましたけれ

ども、随時やっぱり新鮮な情報ですので、入

れていただければ、掲載していただければと

思います。 

   それと、あとは町長答弁の中で、その施策

方針を毎年度決定しているわけで、そのとき

の調達の目標金額を定めているはずです。そ

の30年度の町のホームページには、その目標

金額は別途協議という、括弧書きで別途と書

いてあったんですが、今回の町長答弁では、
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昨年度、前の年度の実績を上回る額を目標と

するという答弁でしたので、それはどちらが

正しいのかお伺いしたいと思います。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 平成30年度ぐらいの調達

方針のほうですと別途協議というふうになっ

ておったのですが、近年においては、前年度

を上回る額をというふうなことに訂正してお

ります。 

○漆山光春議長 「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） ありがとうございま

す。 

   それでもう安心したんですが、そうしたら、

またホームページ上の問題で、問題ではなく

てちょっと話題でお聞きしたいんですが、そ

の町の調達実績として29年度ホームページに

載っていました。これは８万1,380円が調達の

実績ですよということですので、それ以降、

30年度からですかね、３年、昨年度まで、ど

のぐらいの金額だったのか、実績分かれば教

えていただきたいです。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 29年度の８万1,380円に

続きまして、平成30年度が31万7,053円、令和

元年度が43万565円、令和２年度については、

ちょっとコロナ禍の影響で42万3,299円、令和

３年度の金額については現在集計中で、それ

ができ次第６月中に載せられるかというふう

に思います。 

○漆山光春議長 「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） ありがとうございま

す。 

   結構、29年度から比べたらすごく、３倍も

４倍もなっているということで、一生懸命や

っていただいているのかなということで、こ

の数字見ればすごく安心するんですが、議会

としても、何かこう議会だよりを封入したり

とか何かこうやっていただいたりとか、そう

いった形も多分こういったものに入ってくる

と思うんですが、あとは肉そば研究会の箱折

り、箱詰めですとかそういった形で、あとは

町の広報かほく、あれの郵送分を入れていた

だくとか、いろいろやっていらっしゃるとい

う話も聞いていますので、ぜひ、能力もキャ

パもありますので、その辺も優しく丁寧にお

仕事いただければと。そして、やっぱり共生

社会を築き上げていっていただければなと思

っております。 

   やっぱり農福連携ということでいろいろ、

またさっきの話に戻りますが、農福連携とい

うか、やっぱり福祉の面も力を入れていかな

いと、どうしてもやっぱり皆さん同じ人です

ので、どうしても置き去りにはできない、そ

の苦しい現状はあるとは思いますので、ぜひ

皆さんの温かい支援をお願いして、一般質問

を終わりたいと思います。 

   ありがとうございました。 

○漆山光春議長 以上で６番東海林信弘議員の一

般質問を終わります。 

   以上で本日の日程は全部終了しました。 

   明日６月10日は午前９時までご参集願いま

す。 

   本日はこれをもって散会します。 

   お疲れさまでした。 

午後１時５４分  散 会 

 


